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民
法
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
に
関
す
る

判
例
の
表
現
に
つ
い
て

｜
｜
「
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意
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を
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問
題
の
所
在

最
高
裁
平
成
一
八
年
二
月
二
三
日
判
決
（
本
稿
末
尾
〔
図
表
3
〕
【
最
却
】
。
以
下
、
判
例
に
関
し
て
は
、
同
〔
図
表
3
〕
の
番
号
で
掲

記
す
る
）
は
、
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
に
関
し
て
、
従
来
の
判
例
法
理
の
枠
組
み
を
踏
み
越
え
る
新
判
断
を
下
し
た
。

従
来
の
判
例
の
判
断
枠
組
み
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
（
〔
図
表
1
〕）。

民法九四条二項の類推適用に関する判例の表現について（七戸克彦）

〔
図
表
1
〕
従
来
の
判
例
の
判
断
枠
組
み

事

案

類

型

本

人

側

要

件

（

帰

責

性

）

外
形
自
己
作
出
型
外
形
作
出
に
積
極
的
に
関
与

外
形
他
人
作
出
型
他
人
の
作
出
し
た
外
形
の
承
認
・
放
置

意
思
外
形
非
対
応
型
第
一
外
形
の
作
出
に
積
極
的
関
与
・
承
認

根
拠
条
文

第
三
者
側
要
件
（
信
頼
）

③｜②｜① 

九
四
条
二
項
（
単
独
）
類
推
適
用

善
意

九
四
条
二
項
・
一
一

O
条
の
法
意

善
意
・
無
過
失

と
こ
ろ
が
、
【
最
却
】

は
、
本
人
側
要
件
に
つ
き
、
外
形
作
出
へ
の
関
与
・
承
認
が
認
め
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
し
た
が

っ
て
要
件
的
に
は
②
外
形
他
人
作
出
型
に
し
か
該
当
し
な
い
て
第
三
者
側
要
件
に
つ
き
、
③
意
思
外
形
非
対
応
型
の
要
件
で
あ
る
善

意
・
無
過
失
を
要
求
し
た
。
し
か
も
、
従
来
の
③
意
思
外
形
非
対
応
型
に
関
す
る
判
例
の
言
い
回
し
は
、
「
民
法
九
四
条
二
項
、

一
O
条
の
法
意
に
照
ら
し
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
同
判
決
で
は
、
「
民
法
九
四
条
二
項
、

一一

O
条
の
類
推
適
用
に

よ
り
」
と
い
う
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
た
め
、
学
説
に
お
い
て
は
、
「
法
意
」
と
「
類
推
適
用
」
の
意
味
の
異
同
も
争
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
問
題
の
う
ち
、
第
三
者
側
要
件
と
し
て
無
過
失
を
要
求
す
る
か
否
か
は
、
九
四
条
二
項
を
単
独
で
援
用
す
る
か
、

一一

O

条
を
も
重
畳
的
に
援
用
す
る
か
の
違
い
に
か
か
っ
て
い
る
。

で
は
、
「
法
意
」
と
「
類
推
適
用
」
の
違
い
は
、
い
か
な
る
差
異
を
も

た
ら
す
か
。
ま
た
、
判
例
の
中
に
は
、
禁
反
言
、
信
義
則
違
反
、
権
利
外
観
法
理
、
表
見
法
理
と
い
っ
た
一
般
原
則
を
援
用
す
る
も

の
も
あ
る
が
（
〔
図
表
2
〕
）
、
こ
れ
ら
の
挙
示
は
、
い
か
な
る
意
味
を
有
し
て
い
る
の
か
。
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表
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条四 条四 条四 条四

項 項 項 項

法意の
独単

条。 条。
類推宮

法意の
重畳

推類適用

九
四
条
二
項
類
推
適
用
法
理
に
関
す
る
判
例
の
総
合
研
究
と
し
て
は
、
中
舎
寛
樹
「
日
本
法
の
展
開
（
三
）
判
例
の
法
形
成
｜
｜
無
権
利
者
か

ら
の
不
動
産
の
取
得
」
広
中
俊
雄
日
星
野
英
一
（
編
）
『
民
法
典
の
百
年
I
全
般
的
考
察
」
（
有
斐
閣
、
平
成
一

O
年
）
三
九
七
頁
が
あ
り
、
そ
の
後

の
判
例
を
補
完
し
た
業
績
と
し
て
、
久
須
本
か
お
り
「
九
四
条
二
項
類
推
適
用
あ
る
い
は
九
四
条
二
項
・
一
一

O
条
重
畳
的
類
推
適
用
の
限
界
（
こ

1
（
二
・
完
）
」
愛
知
大
学
法
学
部
法
経
論
集
一
七
一
号
（
平
成
一
八
年
）
一
頁
、
一
七
二
号
二
二
頁
が
あ
る
。
本
稿
末
尾
〔
図
表
3
〕
の
う
ち
、

①
｛
下
仰
】
ま
で
は
、
中
舎
・
前
掲
四
四
二
頁
の
挙
示
す
る
裁
判
例
、
②
【
下
嶋
｝
か
ら
【
最
却
】
ま
で
は
、
久
須
本
・
前
掲
「
（
二
・
完
）
」
一
五

六
頁
に
よ
り
補
追
さ
れ
た
裁
判
例
、
③
【
大
0
】
【
下
0
】
｛
最
0
】
な
ら
び
に
枝
番
号
（
【

a
】【
b
】
：
：
：
）
を
付
し
た
裁
判
例
は
、
筆
者
（
七
戸
）

が
さ
ら
に
補
充
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
紙
幅
の
制
約
上
、
本
稿
で
は
、
裁
判
例
の
す
べ
て
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
本
文
で
は
、
そ
の
中

か
ら
、
と
く
に
禁
反
言
の
系
譜
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
た
が
、
こ
の
ほ
か
、
九
四
条
二
項
類
推
適
用
を
論
じ
た
従
来
の
学
説
が
触
れ
て
い
な
か
っ
た

類
型
と
し
て
、
譲
渡
担
保
権
者
か
ら
善
意
で
不
動
産
を
取
得
し
た
者
を
保
護
す
る
判
例
類
型
が
あ
り
（
古
く
は
【
大
0
｝
、
戦
後
の
判
例
で
は
｛
最
H

a
】
【
最
初

a
｝
な
ど
て
こ
の
類
型
に
関
し
て
は
、
一
七
七
条
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
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の
表
現
の
諸
相

禁
反
言

民法九四条二項の類推適用に関する判例の表現について（七戸克彦）

判
例
に
お
い
て
、
〔

α〕
九
四
条
二
項
類
推
適
用
法
理
が
登
場
し
た
の
は
、
戦
後
、
昭
和
二
九
年
の
【
最
1
】
に
始
ま
る
。
で
は
、

そ
れ
以
前
の
時
代
に
お
い
て
、
仮
装
行
為
を
信
頼
し
て
取
引
関
係
に
入
っ
た
者
は
、
ま
っ
た
く
保
護
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、

そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
時
代
、
無
権
利
者
か
ら
の
取
得
者
を
保
護
す
る
機
能
を
営
ん
で
い
た
の
は
、
〔
引
〕
禁
反
言
（
エ
ス
ト
ッ
ペ

ル
）
の
法
理
で
あ
っ
た
。
〔

α〕
九
四
条
二
項
類
推
適
用
法
理
は
、
こ
の
〔
引
〕
禁
反
言
の
法
理
を
直
接
適
用
す
る
戦
前
の
判
例
理

論
を
承
継
す
る
形
で
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。

理
論
の
登
場
時
期

禁
反
言
の
法
理
に
関
す
る
判
例
は
、
現
行
民
法
制
定
期
よ
り
存
在
す
る
。
こ
の
時
代
の
弁
護
士
職
は
、
英
法
学
派
が
主
流
を
占
め

て
い
た
た
め
、
彼
ら
は
、
日
本
の
法
廷
に
お
い
て
、
こ
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
基
本
原
則
を
援
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

大
判
明
治
三
一
年
一

O
月
一
一
日
民
録
四
輯
九
巻
二

O
頁
は
、
①
「
所
謂
禁
反
言
ノ
法
則
ハ
我
邦
ニ
於
テ
モ
之
ア
認
メ
ラ
レ
タ
ル
モ

ノ
ニ
ア
ラ
ス
」
と
し
て
は
ね
つ
け
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
一
方
に
お
い
て
、
②
「
仮
ニ
同
法
則
ノ
精
神
ハ
一
個
ノ
法
理
ト
シ
テ
本
国

ニ
於
テ
モ
之
ヲ
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
モ
」
と
の
仮
定
の
下
に
、
具
体
的
な
要
件
判
断
も
行
っ
て
い
る
（
た
だ
し
、
結
論
的
に
は
、

本
件
事
案
は
「
禁
反
言
ノ
法
則
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
場
合
ニ
ア
ラ
ス
」
と
認
定
さ
れ
た
）
。

だ
が
、
そ
の
後
、
昭
和
期
に
な
っ
て
、
判
例
は
、
禁
反
言
の
原
則
を
肯
定
す
る
立
場
に
転
じ
た
。
こ
の
言
葉
が
登
場
す
る
の
は
、

大
判
昭
和
一
一
年
四
月
二
八
日
民
集
一
五
巻
六
五
七
頁
、
大
判
昭
和
二
一
年
一
二
月
一
八
日
民
集
二
ハ
巻
一
八
六
二
頁
、
大
判
昭
和

一
三
年
二
月
一
二
日
民
集
一
七
巻
一
三
二
頁
に
お
け
る
当
事
者
の
主
張
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
い
ず
れ
の
判
決
も
、
当

事
者
の
主
張
を
排
斥

L
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
上
記
判
決
の
四
日
後
、
【
大

3
d
】
は
、
建
物
所
有
者
が
旧
建
物
の
登
記
を
新
建
物

8う
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の
登
記
で
あ
る
か
の
よ
う
に
仮
装
し
て
第
三
者
と
の
間
で
抵
当
権
を
設
定
し
た
事
案
に
つ
き
、
表
示
ど
お
り
抵
当
権
設
定
者
と
し
て

の
責
任
を
負
う
の
は
「
禁
反
言
ノ
法
理
ニ
考
フ
ル
モ
当
然
」
と
判
示
す
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
判
例
に
お
け
る
禁
反

言
原
則
の
承
認
は
、
他
な
ら
ぬ
不
動
産
登
記
の
分
野
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

86 
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な
お
、
同
判
決
以
降
は
、
種
々
の
紛
争
類
型
に
お
い
て
、
禁
反
言
の
主
張
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
な
ぜ
、
昭
和
一
一
年
以

降
、
禁
反
言
の
主
張
が
連
続
し
て
登
場
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
に
は
、
伊
津
孝
平
『
表
示
行
為
の
公
信
力
」
の
刊
行
が
影
響
し

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
禁
反
一
言
」
構
成
の
具
体
的
内
容
も
ま
た
、
伊
津
・
同
書
の
影
響
下
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
と

こ
ろ
、
伊
津
は
、
〔
I
〕
「
英
米
法
と
わ
が
法
制
と
は
其
の
体
系
を
異
に
す
る
関
係
上
、
本
制
度
を
其
の
僅
移
し
て
わ
が
法
律
制
度
の

中
に
織
り
込
み
、
直
ち
に
英
米
法
系
に
お
け
る
と
同
様
な
る
活
躍
を
為
さ
し
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
併
し
元
来
人
間
に
普
遍
的

な
る
正
義
の
要
求
、
衡
平
の
理
念
よ
り
生
じ
た
制
度
で
あ
る
か
ら
、
他
の
諸
々
の
文
化
現
象
と
同
じ
く
国
境
を
知
ら
ざ
る
も
の
で
あ

り
、
わ
が
国
に
於
い
て
其
の
長
を
採
り
短
を
捨
て
、
共
同
的
精
神
的
所
有
物
と
し
て
発
達
せ
し
め
る
こ
と
に
は
何
等
の
支
障
も
な

い
」
、
〔
E
〕
「
我
が
私
法
中
に
も
本
原
則
は
各
所
に
採
用
せ
ら
れ
て
居
り
」
、
〔
E
〕
「
判
例
も
本
原
則
の
支
配
を
確
認
し
て
居
る
」
と

述
べ
て
い
た
。

こ
の
う
ち
、
〔
I
〕
は
、
自
然
法
的
な
観
点
に
立
っ
て
（
あ
る
い
は
ま
さ
に
コ
モ
ン
・
ロ
！
と
し
て
）
禁
反
言
の
法
理
の
直
接
適
用

を
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
〔
E
〕
に
お
い
て
、
直
接
適
用
さ
れ
る
の
は
、
当
該
条
文
・
法
制
度
で
あ

っ
て
、
禁
反
言
は
、
当
該
規
定
の
解
釈
（
限
定
解
釈
や
拡
張
解
釈
）
を
行
う
際
の
解
釈
基
準
・
指
針
と
し
て
間
接
的
に
機
能
す
る
に

と
ど
ま
る
。
こ
れ
は
、
信
義
則
の
有
す
る
こ
つ
の
機
能
｜
｜
①
契
約
や
法
規
に
対
し
て
単
な
る
解
釈
指
針
と
し
て
働
く
に
す
ぎ
な
い

場
合
と
、
②
よ
り
積
極
的
に
契
約
・
法
規
を
補
充
・
修
正
す
る
場
合
の
違
い
、
あ
る
い
は
、
民
法
一
条
一
項
（
公
共
の
福
祉
）
や
二

条
（
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
）
は
、
①
個
々
の
条
文
の
解
釈
指
針
と
し
て
働
く
に
す
ぎ
な
い
か
、
そ
れ
と
も
②
具
体
的
法

規
範
性
を
も
っ
て
直
接
適
用
さ
れ
る
か
の
対
立
、
あ
る
い
は
、
憲
法
学
の
領
域
に
お
け
る
、
憲
法
規
定
の
私
人
間
効
力
に
関
す
る
①



一
方
、
〔
皿
〕

は
、
禁
反
言
法
理
を
判
例
法
と
し
て
位
置
づ
け
る

間
接
効
力
説
と
②
直
接
効
力
説
の
対
立
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。

よ
う
に
読
め
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
た
場
合
に
は
、
上
記
〔

I
〕
自
然
法
的
発
想
に
よ
る
法
源
性
の
承
認
と
同
様
、
禁
反
言
原

則
は
②
具
体
的
法
規
範
性
を
有
し
、
当
事
者
間
を
直
接
に
規
律
す
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
後
の
展
開

民法九四条二項の類推適用に関する判例の表現について（七戸克彦）

で
は
、
ど
う
し
て
判
例
は
、
戦
後
、
昭
和
二
九
年
に
な
っ
て
〔

α〕
九
四
条
二
項
「
類
推
適
用
」
構
成
へ
と
変
化
し
た
の
か
。

の
次
の
よ
う
な
判
旨
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
法
原
則
で
あ
る
〔
引
〕
禁
反
言
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
お
い
て
条

【
下
0】

文
根
拠
が
な
い
点
が
問
題
視
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
以
下
、
真
の
権
利
者
を
A
、
仮
装
名
義
人
を
B
、
第
三
者
を
C
の
表
記
で
統
一
す
る
）
。

英
米
両
国
の
判
例
法
上
の
原
則
で
あ
る
禁
反
言
の
法
理
が
そ
の
ま
冶
法
規
と
し
て
、
現
在
の
日
本
国
の
裁
判
所
を
拘
束
し
又
は
日
本
国
内

の
社
会
に
お
け
る
事
実
関
係
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
の
問
題
は
別
と
し
て
も
、

C
は
本
件
に
お
い
て
具
体
的
に
英
米
国
の
い
か
な
る
判

例
に
あ
ら
わ
れ
た
原
則
を
本
件
に
援
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
又
抽
象
的
に
、
ど
の
よ
う
な
法
理
を
禁
反
言
と
い
っ
て
い
る
の
か
明
か

で
な
い
が
、
仮
に
、
特
定
の
第
三
者
又
は
一
般
第
三
者
に
対
し
一
定
の
事
項
に
つ
い
て
或
る
表
示
を
為
し
た
も
の
は
、
そ
の
第
三
者
又
は
一

般
第
三
者
中
の
或
る
者
が
そ
の
表
示
を
信
頼
し
て
、
或
る
行
為
を
為
し
た
た
め
右
表
示
を
為
し
た
も
の
が
右
表
示
と
異
る
主
張
を
為
す
と
、

右
行
為
を
為
し
た
第
三
者
が
不
利
益
を
被
る
場
合
に
は
、
右
表
示
者
は
右
表
示
に
拘
束
さ
れ
、
之
と
異
る
主
張
を
為
し
え
な
い
と
い
う
原
則

を
い
う
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
：
：
：
A
が
右
許
可
申
請
又
は
竣
功
届
に
記
載
し
た
事
項
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
の
禁
反

言
の
法
理
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
之
を
認
め
る
に
足
る
証
拠
が
な
い
。

こ
の
ほ
か
、
〔

α〕
九
四
条
二
項
「
類
推
適
用
」
構
成
が
採
用
さ
れ
た
背
景
と
し
て
は
、
｛
最
1
】
登
場
の
前
年
、
【
最
0
】
【
最

o

a
｝
に
お
い
て
、
当
事
者
の
〔

A
〕
九
四
条
二
項
の
直
接
適
用
の
主
張
な
ら
び
に
従
来
型
の

87 

〔
別
〕
禁
反
言
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い



た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
い
ず
れ
も
登
記
名
義
人
に
対
す
る
農
地
買
収
処
分
の
有
効
性
が
争
わ
れ
た
事
案
。
し
か
し
、

88 
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両
判
決
の
直
前
に
最
（
大
）
判
昭
和
二
八
年
二
月
二
八
日
民
集
七
巻
二
号
一
五
七
頁
が
、
農
地
買
収
に
関
し
て
は
私
法
規
定
の
適
用
は
な
い
と

慶醸の法律学

し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
理
由
に
、
両
判
決
と
も
当
事
者
の
主
張
は
排
斥
さ
れ
た
）
。

一
方
、
以
上
の
よ
う
な
背
景
事
情
の
下
に
登
場
し
た
【
最
1
｝
の
〔

α〕
「
九
四
条
二
項
類
推
適
用
」
構
成
と
、
従
前
の
〔
引
〕

「
禁
反
言
」
構
成
の
関
係
に
関
し
て
は
、
【
最
1
】
の
上
告
理
由
が
「
私
は
此
際
英
法
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
原
則
に
よ
り
救
済
さ
れ
て
い

る
諸
制
度
殊
に

E
B
3
0
－S
同
8
5
8ロ
szg
の
制
度
の
精
神
を
我
民
法
第
九
十
四
条
の
解
釈
に
移
入
し
我
司
法
権
の
権
威
に
対
す

る
国
民
の
信
頼
を
高
め
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
主
張
は
、
禁
反
言
の
機
能
を
、

①
九
四
条
二
項
を
適
用
す
る
際
の
単
な
る
解
釈
指
針
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
の
よ
う
に
読
め
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
、
禁
反
言

は
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
概
念
で
あ
っ
て
日
本
に
お
け
る
条
文
根
拠
が
な
い
、
と
の
前
示
批
判
を
免
れ
る
た
め
の
単
な
る
便
法
に
す
ぎ
な

い
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
む
し
ろ
、
こ
こ
で
直
接
適
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
依
然
と
し
て
、
②
戦
前
以
来
の
禁
反
言
則
で
あ
る
よ
う
に

も
見
え
る
。
そ
も
そ
も
種
々
存
在
す
る
第
三
者
保
護
規
定
の
中
か
ら
九
四
条
二
項
を
選
択
し
た
こ
と
自
体
、
お
そ
ら
く
は
上
記
農
地

買
収
に
関
す
る
先
行
判
例
を
参
照
し
た
た
め
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
合
理
性
は
な
い
（
純
理
的
に
い
え
ば
、

一
九
二
条
の
動
産
即
時
取

得
の
規
定
を
準
用
す
る
か
、
あ
る
い
は
戦
後
新
設
さ
れ
た
一
条
二
項
を
援
用
す
る
ほ
う
が
、
ま
だ
説
得
力
が
あ
る
）
。

他
方
、
【
最
l
】
に
よ
っ
て
〔

α〕
「
九
四
条
二
項
類
推
適
用
」
構
成
が
確
立
さ
れ
た
後
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
こ
の
構
成
に
依

拠
せ
ず
、
①
戦
前
以
来
の
〔
別
〕
「
禁
反
言
」
構
成
、
あ
る
い
は
、
②
戦
後
新
設
さ
れ
た
一
条
二
項
に
基
づ
く
〔
殴
〕
「
信
義
則
」
構

成
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
事
案
類
型
が
存
在
し
て
い
る
点
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
う
ち
、
①
の
類
型
は
、
夫
A
が
建
物
の

増
築
部
分
に
つ
き
妻
B
名
義
の
虚
偽
登
記
を
経
由
し
て
第
三
者
C
に
抵
当
権
を
設
定
さ
せ
た
事
案
（
｛
下
3
a
Y
、
父
A
が
子
B
名

義
の
登
記
を
経
由
し
た
事
案
（
【
下
3
b
｝
【
下
8
a
】
）
、
競
売
不
動
産
の
賃
借
入
A
が
虚
偽
の
賃
借
権
登
記
を
経
由
し
て
競
落
人
C

を
欺
同
し
た
事
案
（
【
下
ロ

c
】
）
で
あ
っ
て
、
真
の
権
利
者
A
に
第
三
者
C
に
対
す
る
明
確
な
欺
同
の
意
思
が
認
め
ら
れ
る
ケ
l
ス



｜
｜
！
真
の
権
利
者
A
と
第
三
者
C
の
利
益
バ
ラ
ン
ス
に
関
し
て
、

一
方
、
②

A
の
帰
責
性
が
圧
倒
的
に
大
き
い
類
型
ー
ー
で
あ
る
。

の
類
型
は
、
（
真
の
権
利
者
A
と
第
三
者
C
と
の
間
の
紛
争
で
は
な
く
し
て
）
仮
装
名
義
人
B
か
ら
第
三
者
C
に
対
す
る
請
求
事
例
で
あ

る
が
（
九
四
条
の
無
効
は
、
真
の
権
利
者
A
・
虚
偽
表
示
の
相
手
方
B
の
い
ず
れ
も
主
張
可
能
な
は
ず
で
あ
る
が
、
第
三
者
C
と
の
利
益
パ
ラ

民法九四条二項の類推適用に関する判例の表現について（七戸克彦）

ン
ス
は
、
対
A
と
対
B
と
で
は
大
き
く
異
な
る
）
、
こ
の
事
案
に
関
す
る
判
例
の
態
度
は
若
干
動
揺
し
、
【
下
1
a
】
の
〔
殴
〕
「
信
義

則
」
構
成
の
後
、
【
下

9
a
】
は
従
来
型
の
〔
別
〕
「
禁
反
一
吉
」
構
成
を
採
用
し
た
が
、
最
高
裁
判
例
【
最
3
b
｝
【
最

n
a
】
に
よ

り
〔
殴
〕
「
信
義
則
」
構
成
に
確
定
し
た
。

な
お
、
以
上
①
②
の
類
型
の
う
ち
、
①
の
類
型
に
関
す
る
裁
判
例
の
多
く
は
、
第
三
者
C
側
の
信
頼
（
善
意
）
要
件
を
問
題
に
し

て
い
な
い
。
他
方
、
②
類
型
に
関
し
て
も
、
今
日
の
〔
殴
〕
「
信
義
則
」
構
成
に
あ
っ
て
は
、
第
三
者
の
主
観
的
態
様
を
問
題
と
し

て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
〔
別
〕
禁
反
言
・
〔
回
〕
信
義
則
と
い
っ
た
一
般
条
項
を
直
接
適
用
し
た
場
合
に
は
、
〔

α〕
九
四
条
二

項
類
推
適
用
に
お
け
る
よ
う
な
条
文
の
文
言
（
こ
こ
で
は
第
三
者
の
「
善
意
」
）
の
足
棚
か
ら
完
全
に
自
由
に
な
る
。

2 

九
四
条
二
項
の
「
類
推
適
用
」

理
論
の
登
場
時
期

（一）そ
の
一
方
に
お
い
て
、
新
た
に
定
立
さ
れ
た
〔
口
〕
九
四
条
二
項
「
類
推
適
用
」
構
成
も
、
従
前
の
〔
引
〕
「
禁
反
言
」
構
成
に

向
け
ら
れ
た
批
判
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
他
な
ら
ぬ
｛
最
l
】
判
決
に
お
い
て
す
ら
、
「
法
理
上
の
根
拠
を
詳
に
し

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
に
わ
か
に
替
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
の
少
数
意
見
（
藤
田
八
郎
裁
判
官
）
が
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
も
ま
た
、
〔

α〕
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
な
る
法
律
構
成
の
実
体
が
、
従
前
の
〔
副
〕
「
禁
反
言
」
構
成
に
向
け
ら
れ
た
批

判
を
か
わ
す
た
め
の
単
な
る
便
法
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
〔

α〕
「
類
推
適
用
」
構
成
の
正
体
は
、
少
な

く
と
も
当
初
段
階
に
お
い
て
は
〔
引
〕
「
禁
反
言
」
構
成
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

89 
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と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
昭
和
三
七
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
現
れ
た
二
番
目
の
最
高
裁
判
例
【
最
2
｝
の
時
代
に
な
る
と
、
事
情
は
、

の
判
旨
の
表
現
「
民
法
九
四
条
二
項
を
類
推
し
」
に
従
わ
ず
、
「
民
法
九
四

90 

若
干
変
わ
っ
て
く
る
。
問
題
は
、
同
判
決
が
、
【
最
l
】
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条
二
項
の
法
意
に
照
し
」
と
の
表
現
を
用
い
て
い
る
点
に
あ
り
、
｛
最
2
】
の
調
査
官
解
説
は
、
前
掲
伊
津
『
表
示
行
為
の
公
信
力
』

を
引
用
し
つ
つ
、
｛
最
2
｝
に
い
う
「
民
法
九
四
条
二
項
の
法
意
」
と
は
、
虚
偽
の
外
観
の
作
出
行
為
よ
り
は
、
そ
の
長
期
間
の
放

置
に
対
す
る
〔
引
〕
禁
反
言
の
法
理
の
適
用
を
意
味
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
禁
反
言
の
機
能
に
関
す
る
「
使
い
分
け
」
な

い
し
「
機
能
の
限
定
」
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
第
一
の
場
合
は
、
禁
反
言
が
九
四
条
二
項
の
適
用
に
関
す
る
単
な
る
解
釈
指
針

と
し
て
の
機
能
し
か
有
さ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
適
用
さ
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
九
四
条
二
項
で
あ
る
か
ら
、
第
三
者
保
護

の
た
め
の
要
件
は
、
九
四
条
二
項
の
規
定
す
る
要
件
に
拘
束
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
A
B
聞
に
「
通
謀
」
が
な
い
場
合
に

は
、
要
件
を
満
た
さ
ず
、
第
三
者
は
保
護
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
第
二
の
場
合
は
、
禁
反
言
が
具
体
的
法
規
範
性
を
も
っ

て
直
接
適
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
の
九
四
条
二
項
は
、
単
に
禁
反
言
則
に
条
文
根
拠
を
与
え
る
た
め
の
便
宜
的
存
在

に
す
ぎ
ず
、
要
件
判
断
は
あ
く
ま
で
も
禁
反
言
に
関
す
る
そ
れ
に
基
づ
き
な
さ
れ
る
か
ら
、
「
通
謀
」
要
件
は
必
ず
し
も
必
要
で
は

な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
九
四
条
二
項
の
要
件
判
断
と
は
無
関
係
に
な
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
関
し
て
は
、
「
類
推
適
用
」

一
般
条
項
た
る
〔
引
〕
禁
反
言
が
直
接
適
用
さ
れ
る

の
表
現
を
用
い
ず
、
「
法
意
」
の
表
現
を
用
い
る
の
だ
、
と
。
以
上
の
結
果
、

場
面
は
、
「
通
謀
」
が
な
い
場
合
に
縮
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

な
お
、
昭
和
四
一
年
の
【
最
3
】
の
調
査
官
解
説
も
、
同
様
に
、
真
の
権
利
者
A
が
B
の
承
諾
を
得
ず
に
B
名
義
の
仮
装
外
観
を

作
出
し
た
場
合
ー
ー
ー
す
な
わ
ち
「
通
謀
」
要
件
が
欠
け
る
場
合
ー
ー
に
は
、
「
民
法
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
で
は
解
決
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
禁
反
言
の
法
理
ま
た
は
信
義
則
等
を
適
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

だ
が
、
①
九
四
条
二
項
の
「
類
推
適
用
」
と
②
そ
の
「
法
意
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
禁
反
言
の
直
接
適
用
と
を
隔
て
る
基
準
で
あ
る

そ
の
後
の
展
開



「
通
謀
」
要
件
に
関
し
て
は
、
す
で
に
【
最
2
】
【
最
3
｝
当
時
よ
り
崩
壊
が
生
じ
て
い
た
。
ま
ず
、
〔
I
〕
真
の
権
利
者
A
側
の
態

い
わ
ゆ
る
外
形
他
人
作
出
型
に
つ
き
、
虚
偽
の
外
観
に
対
す
る
A
の
放
置
を
、

B
と
の
間
の
通
謀
と
同
等
の
も
の

様
に
関
し
て
は
、
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の
立
場
が
推
し
及
ほ
さ
れ
た
（
最
初
期
の
裁
判
例
と
し
て
【
下
2
】
。
そ
の
後
、
【
下
5
】
【
下

7
】
｛
下
8
】
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
〔
E
〕
名
義
人
B
側
の
態
様
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
端
的
な
処
理
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
外

形
作
出
に
関
す
る
B
の
意
思
的
関
与
が
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
い
事
例
に
つ
い
て
も
、
｛
最
1
｝
の
〔
口
〕
九
四
条
二
項
の
類
推
適

用
の
法
律
構
成
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
【
下
4
｝
【
下
6
】
｛
下
斗
）

0

と
評
価
す
る
操
作
を
通
じ
て
、
【
最
1
｝

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
「
通
謀
」
要
件
の
〔
I
〕
緩
和
お
よ
び
〔
E
〕
不
問
の
措
置
は
、
上
司
記
｛
最
3
】
か
ら
四
年
後
の
昭
和

A
側
の
態
様
に
関
し
て
、
【
最
叩
】
は
、

A
の
事
後
的
な

四
五
年
に
な
っ
て
、
最
高
裁
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
ま
ず
、
〔
I
〕

「
明
示
ま
た
は
黙
示
の
承
認
」
が
あ
る
場
合
に
も
、
前
示
【
最
1
】
の
立
場
が
妥
当
す
る
旨
を
判
示
す
る
に
至
っ
た
（
な
お
、
判
旨
は
、

｛最
1
】
の
用
い
る
「
類
推
適
用
」
の
表
現
で
は
な
く
、
「
民
法
九
四
条
二
項
の
法
意
に
照
ら
し
」
の
表
現
を
用
い
て
い
る
）
。

一
方
、
（
H

〕

B
側
の
態
様
に
関
し
て
は
、
【
最
ロ
】
が
、
「
右
登
記
に
つ
い
て
登
記
名
義
人
の
承
諾
の
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
不
実
の
登
記
の
存

在
が
真
実
の
所
有
者
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
右
九
四
条
二
項
の
法
意
に
照
ら
し
、
同
条
項
を
類
推
適
用
す
べ
き
も
の

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
旨
を
判
示
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
通
謀
あ
り
H
九
四
条
二
項
類
推
適
用
、
通
謀
な
し
H
禁
反
一
吉
・
信
義
則
直
接
適
用
と
い
う
区
別
は
、
も
は
や
成
り
立

た
な
く
な
っ
た
が
（
し
か
も
｛
最
ロ
｝
は
「
法
意
」
と
「
類
推
適
用
」
の
用
語
の
両
方
を
用
い
て
い
る
）
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
【
最
ロ
】

の
調
査
官
解
説
は
、
①
九
四
条
二
項
の
「
類
推
適
用
」
と
②
同
条
項
の
「
法
意
」
で
あ
る
禁
反
言
・
信
義
則
の
直
接
適
用
の
区
別
を

維
持
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
同
解
説
中
に
は
、
①
「
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
と
い
う
構
成
は
、
そ
の
判
断
根
拠
を
実
定
法
に
求

め
る
た
め
の
解
釈
上
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
他
な
ら
な
い

い
」
と
の
記
述
も
認
め
ら
れ
、
こ
の
記
述
に
従
う
な
ら
ば
、
む
し
ろ
①
「
類
推
適
用
」
の
事
案
も
ま
た
、
直
接
適
用
さ
れ
て
い
る
の

〔
か
ら
、
法
文
の
要
求
す
る
「
通
謀
」
要
件
〕
に
拘
泥
す
る
実
質
的
理
由
は
な

91 



は
禁
反
言
・
信
義
則
の
側
で
あ
っ
て
、
九
四
条
二
項
は
、
単
に
条
文
根
拠
を
求
め
た
だ
け
の
便
宜
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
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九
四
条
二
項
＋
一
一

O
条
の
「
法
意
」

と
こ
ろ
で
、
「
類
推
適
用
」
と
「
法
意
」
の
異
同
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
に
四
回
生
じ
た
。
そ
の
第
一
は
、
上
記

3 

の
「
民
法
九
四
条
二
項
の
法
意
」
な
る
表
現
と
、
リ
l
デ
イ
ン
グ
ケ

l
ス
【
最
1
｝

外
形
自
己
作
出
型
に
関
す
る
【
最
2
｝

の
「
民

法
九
四
条
二
項
を
類
推
し
」
の
表
現
の
異
同
で
あ
り
、
第
二
は
、
意
思
外
形
非
対
応
型
の
事
案
に
関
し
て
、
第
三
者
の
無
過
失
を
要

の
判
旨
「
民
法
九
四
条
二
項
、
同
法
一
一

O
条
の
法
意
」
の
表
現
と
、
上
記
【
最
1
】
の
「
類
推
」
の
表
現
の
異

求
し
た
【
最
5
】

同
で
あ
っ
た
。
第
三
次
の
異
同
問
題
は
、
昭
和
四
五
年
の
二
つ
の
判
決
｛
最
叩
｝
｛
最
ロ
｝

の
表
現
で
あ
っ
て
、
両
判
決
も
ま
た
、

当
事
者
側
の
「
通
謀
」
要
件
を
緩
和
な
い
し
撤
廃
す
る
際
に
、
「
九
四
条
二
項
の
法
意
に
照
ら
し
」
の
表
現
を
用
い
た
。
そ
し
て
、

通
算
四
回
目
と
な
る
の
が
、
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
平
成
一
八
年
｛
最
却
｝
の
「
民
法
九
四
条
二
項
、
一
一

O
条
の
類
推
適
用
」
の

表
現
と
、
｛
最
5
】
以
降
の
判
例
の
判
旨
「
民
法
九
四
条
二
項
、
同
法
一
一

O
条
の
法
意
」
の
表
現
の
異
同
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

理
論
の
登
場
時
期

（ー）そ
も
そ
も
「
法
意
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
明
治
初
期
か
ら
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
法
意
ニ
照
シ
（
徴
シ
・
鑑
ミ
）
」
の
表

現
を
用
い
る
裁
判
例
は
、
民
事
・
刑
事
を
含
め
て
、
戦
前
の
大
審
院
判
例
だ
け
で
も
一
七

O
例
を
超
え
る
（
民
法
九
四
条
二
項
関
係

で
は
｛
大
3
a
｝
【
大
3
b
】
）
。
ま
た
、
同
様
の
表
現
と
し
て
「
精
神
ニ
照
シ
（
徴
シ
・
鑑
ミ
）
」
と
の
言
辞
を
用
い
る
判
例
も
、
や
は

り
戦
前
だ
け
で
一
五

O
例
以
上
を
数
え
る
（
民
法
九
四
条
二
項
に
関
し
て
は
｛
大
3
c
】
｛
大
3
f
｝
【
大
3
g
】）。

一
方
、
戦
後
に
お
い
て
も
、
「
法
意
（
精
神
）
に
照
ら
し
（
徴
し
・
鑑
み
こ
の
用
例
は
、
最
高
裁
判
例
だ
け
で
も
三

O
O
例
を
超

え
る
が
、
九
四
条
二
項
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
の
表
現
を
用
い
る
裁
判
例
は
、
上
記
戦
前
の
判
例
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後

い
っ
た
ん
姿
を
消
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
再
び
登
場
す
る
の
は
、
上
記
第
一
回
目
の
異
同
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
【
最
2
｝
で
あ
っ



た
か
ら
、
戦
前
の
判
例
と
の
関
係
は
、
断
絶
し
て
い
る
と
見
う
る
。

他
方
、
【
最
2
｝
以
降
の
「
法
意
」
な
る
言
辞
を
用
い
る
九
四
条
二
項
関
連
の
判
例
を
見
て
み
る
と
、
文
章
全
体
の
言
い
回
し
は

非
常
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
で
お
り
、
「
法
意
」
の
用
語
を
用
い
て
い
る
か
「
類
推
適
用
」
の
用
語
を
用
い
て
い
る
か
と
い
う

一
点
の
み
で
、
九
四
条
二
項
（
＋
二

O
条
）
を
適
用
し
て
い
る
の
か
、
禁
反
言
・
信
義
則
の
側
を
適
用
し
て
い
る
の
か
を
決
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
、
第
一
・
第
三
回
の
異
同
問
題
の
類
型
で
あ
る
九
四
条
二
項
単
独
型
、
第
二
・
第
四
回

民法九四条二項の類推適用に関する判例の表現について（七戸克彦）

の
異
同
問
題
の
類
型
で
あ
る
一
一

O
条
重
畳
型
の
順
に
、
判
旨
の
表
現
を
分
類
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
 

九
四
条
二
項
単
独
型

「
九
四
条
二
項
の
法
意
に
照
ら
し
、
：
：
：
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
し
え
な
い
」
：
：
：
第
一
次
異
同
問
題
を
引
き
起
こ
し
た

【最
2
】
の
言
い
回
し
で
あ
り
、
｛
下
3
c
｝
｛
最
2
a
】
【
最
叩
】
【
下
目
】
が
こ
れ
に
倣
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
れ
だ
け
情

報
量
が
少
な
い
と
、
「
法
意
」
と
い
う
表
現
一
点
の
み
か
ら
、
異
同
を
推
測
す
る
し
か
な
い
。

②
「
九
四
条
二
項
の
法
意
に
照
ら
し
、
同
条
項
を
類
推
適
用
す
べ
き
で
あ
る
」
：
：
：
第
三
次
異
同
問
題
に
関
す
る
｛
最
口
｝
の

記
述
で
あ
り
、
「
類
推
適
用
」

H
九
四
条
二
項
の
問
題
、
「
法
意
」

H
禁
反
言
・
信
義
則
の
直
接
適
用
の
分
類
は
、
こ
れ
で
は
成

』
’

AF4

’－、
Z
E
o

r
J
L』
ナ
ハ
宇
山
口
し

③ 

「
〔
「
通
謀
」
要
件
を
欠
く
場
合
に
は
〕
直
接
民
法
九
四
条
二
項
に
は
あ
た
ら
な
い
が
、
同
条
及
び
同
法
一

O
九
条
、

条
の
善
意
の
取
引
者
保
護
の
精
神
か
ら
し
て
、
右
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
〔
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
〕
」

の
説
示
で
あ
る
。
無
過
失
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
表
見
代
理
の
規
定
に
は
重
き
が
置
か
れ

一一

O

・
【
下
5
】

て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

④
「
信
義
則
に
て
ら
し
、
民
法
第
九
四
条
第
二
項
の
規
定
の
趣
旨
に
そ
っ
て
、
無
効
を
対
抗
で
き
な
い
」
：
：
：
【
下
ロ
】
の
表

現
で
あ
る
。
な
お
、
当
事
者
は
、
〔
引
〕
民
法
九
四
条
二
項
の
主
張
と
、
〔
副
〕
禁
反
一
言
・
〔
殴
〕
信
義
則
違
反
の
主
張
を
、
別
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個
独
立
に
行
っ
て
い
る
か
ら
、
判
旨
の
上
記
表
現
も
、
両
者
を
別
物
と
理
解
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

「
民
法
九
四
条
二
項
の
法
意
、
外
観
尊
重
及
び
取
引
保
護
の
要
請
な
い
し
信
義
則
の
適
用
に
よ
り
、
〔
善
意
無
過
失
の
第
三
者

に
対
抗
で
き
な
い
〕
」
：
：
：
｛
下
お
】
の
判
旨
で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
で
は
、
④
と
同
様
、
民
法
九
四
条
二
項
、
外
観
尊
重
及

び
取
引
保
護
の
要
請
、
信
義
則
の
三
つ
を
、
別
個
独
立
の
第
三
者
保
護
の
た
め
の
具
体
的
法
律
構
成
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
読

94 
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め
る
。

ワ白⑥
「
善
意
無
過
失
の
第
三
者
に
対
し
て
、
責
に
任
ず
べ
き
こ
と
は
、
民
法
九
四
条
二
項
、
同
法
一
一

O
条
の
法
意
に
照
ら
し
、

外
観
尊
重
お
よ
び
取
引
保
護
の
要
請
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
」
：
：
：
第
二
次
異
同
問
題
に
関
す
る
【
最
5
】
の
説
示
で
あ

は
、
こ
れ
を
ほ
ぼ
忠
実
に
再
現
す
る
。
こ
こ
で
は
「
外
観
尊
重
お
よ
び
取
引
保
護
の
要
請
」
と
い
う
表
現
の
側

九
四
条
二
項
＋
一
一

O
条
重
畳
型

り
、
【
最
日
】

に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

⑦
「
民
法
九
四
条
二
項
、
同
法
一
一

O
条
の
法
意
に
照
ら
し
て
、
〔
善
意
無
過
失
の
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
〕
」
：
：
：
⑥
と
比

較
し
た
場
合
、
「
外
観
尊
重
お
よ
び
取
引
保
護
の
要
請
」
の
記
載
が
存
在
し
な
い
が
、
か
か
る
表
現
を
と
る
裁
判
例
は
、
⑥
よ

り
も
多
い
（
【
最
げ
｝
【
最
幻
】
【
下
お
b
｝
【
下
引
｝
【
下

M
】
【
下
仰

a
】
【
最
お
】
）
。

⑧ 

「
〔
本
件
A
の
行
為
を
〕
民
法
九
四
条
二
項
及
び
一
一

O
条
の
法
意
で
あ
る
外
観
法
理
の
適
用
の
前
提
た
る
外
観
作
出
行
為
と

み
る
こ
と
も
相
当
で
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
：
：
：
【
下
M
】
の
表
現
で
あ
り
、
⑥
と
比
較
し
た
場
合
、
「
外
観
法
理
」
が

「
民
法
九
四
条
二
項
及
び
一
一

O
条
の
法
意
」
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
点
が
明
瞭
で
あ
る
。
【
下
幻

c
】
「
民
法
九
四
条
二
項
、

一一

O
条
の
法
意
に
照
ら
し
、
右
無
効
は
善
意
・
無
過
失
の
転
得
者
に
対
抗
で
き
な
い
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
こ

の
場
合
に
外
観
を
信
頼
し
た
転
得
者
の
取
引
安
全
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
〔
か
ら
で
あ
る
〕
」
の
論
理
関
係
も
同
様
で
あ
ろ

、つノ
O
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⑨

一

一

O
条
の
法
意
と
外
観
尊
重
及
び
取
引
保
護
の
要
請
に
照
ら
し
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
で
き
な

い
」
：
：
：
【
下
河
】
【
下
幻
｝
の
説
示
で
あ
る
。
⑧
と
は
反
対
に
、
「
九
四
条
二
項
、
一
一

O
条
の
法
意
」
と
「
外
観
尊
重
及
び

取
引
保
護
の
要
請
」
が
別
個
独
立
・
並
列
的
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
め
る
。

⑩
「
民
法
九
四
条
二
項
、
一
一

O
条
の
法
意
に
照
ら
し
、
〔
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
〕
」
「
右
主
張
の
よ
う
に
、
不
実
登

記
に
つ
き
民
法
九
四
条
二
項
、
一
一

O
条
の
基
礎
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
権
利
外
観
な
い
し
禁
反
言
の
法
理
を
援
用
す
る
こ
と
は
」

「
右
法
理
の
援
用
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
」
：
：
：
｛
下
”
｝
の
説
示
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
民
法
九
四
条
二
項
、

「
民
法
九
四
条
二
項
、

一一

O

条
」
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
「
権
利
外
観
な
い
し
禁
反
言
の
法
理
」
の
直
接
適
用
が
想
定
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
読
め
る
。

以
上
の
裁
判
例
の
概
観
か
ら
は
、
さ
し
あ
た
り
、
次
の
諸
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
第
一
次
異
同
問
題
を
も
た
ら
し
た
【
最
2
】
は
、
【
最
1
｝
の
〔

α〕
「
類
推
適
用
」
構
成
を
否
定
し
、
か
つ
て
の
〔
副
〕

「
禁
反
一
言
」
構
成
に
復
帰
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
「
法
意
」
の
用
語
を
用
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
次
異
同
問

題
を
生
ぜ
し
め
た
【
最
5
】
に
あ
っ
て
は
、
上
記
【
最
2
】
と
は
正
反
対
に
、
【
最
1
】
の
〔
引
〕
「
類
推
適
用
」
構
成
を
意
思
外
形

非
対
応
型
に
拡
張
し
よ
う
と
す
る
際
、
【
最
l
】
の
判
断
枠
組
み
が
障
害
に
な
っ
た
こ
と
が
（
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に

は
ま
だ
「
通
謀
」
が
要
件
と
さ
れ
て
い
た
）
、
「
法
意
」
な
る
表
現
を
用
い
た
理
由
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
「
通
謀
」
要
件
を
緩
和
・

撤
廃
し
た
第
三
次
異
同
問
題
に
関
す
る
【
最
叩
｝
【
最
ロ
】
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
そ
の
後
の
裁
判
例
に
お
け
る
「
法
意
」
の

用
語
の
使
用
は
、
先
行
す
る
判
例
法
理
と
表
現
を
完
全
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
、
先
行
判
例
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
旨
を
明
示

す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
。

口
そ
の
後
の
展
開

だ
が
、
そ
の
後
、
近
時
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
傾
向
が
生
じ
て
い
る
。
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第
一
に
、
近
時
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
「
法
意
」
な
る
表
現
を
用
い
る
裁
判
例
が
減
少
し
、
「
法
意
」
と
「
類
推
適
用
」
の
差
異

に
拘
泥
せ
ず
、
「
類
推
適
用
」
の
用
語
を
用
い
る
傾
向
が
常
態
化
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
九
四
条
二
項
「
類
推
適
用
」
法
理

が
、
い
ま
や
確
固
た
る
判
例
法
理
と
し
て
一
般
に
定
着
し
た
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
法
理
の
本
人
側
要
件
が
極
端
に
緩
め
ら
れ
た
結
果
、

そ
の
守
備
範
囲
が
大
き
く
拡
大
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
今
日
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
【
最
5
】
以
来
の
「
法
意
」
の
表
現
に

対
し
て
、
【
最
却
】
が
「
類
推
適
用
」
の
表
現
を
用
い
た
の
も
、
「
古
い
時
代
の
よ
う
に
用
語
に
拘
泥
し
な
く
な
っ
た
か
ら
」
と
い
う

の
が
、
事
の
真
相
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
か
つ
て
の
第
一
次
1
第
三
次
の
異
同
問
題
と
同
様
の
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た

の
だ
と
す
れ
ば
、
本
人
側
の
帰
責
性
要
件
を
極
端
に
軽
減
し
た
こ
と
が
、
従
来
の
判
断
枠
組
み
を
外
れ
る
と
考
え
、
従
前
の
判
例
理
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論
と
区
別
す
る
た
め
に
、
意
図
的
に
異
な
る
用
語
を
用
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

第
二
に
、
近
時
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
九
四
条
二
項
類
推
適
用
論
の
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
拡
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奇

妙
な
こ
と
に
、
第
三
者
保
護
の
た
め
の
法
律
構
成
は
、
九
四
条
二
項
類
推
適
用
法
理
に
収
数
せ
ず
、
か
え
っ
て
多
様
化
し
て
い
る
。

上
述
し
た
〔
引
〕
禁
反
言
則
・
〔
殴
〕
信
義
則
の
主
張
の
独
立
化
（
そ
れ
は
、
取
り
も
直
さ
ず
【
最
1
】
の
〔

α〕
九
四
条
二
項
「
類
推

適
用
」
構
成
以
前
の
見
解
の
復
活
で
あ
る
）
の
ほ
か
に
、
注
目
す
べ
き
傾
向
と
し
て
、
【
最
5
】
の
〔
回
〕
九
四
条
二
項
・
一
一

O
条

の
「
法
意
」
構
成
の
「
解
体
」
現
象
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
近
時
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
〔
回
〕

九
四
条
二
項
・
一
一

O
条
の
「
法
意
」
の
主
張
を
、
〔

α〕
九
四
条
二
項
単
独
の
「
類
推
適
用
」
と
、
〔
F
〕
一
一

O
条
の
「
類
推
適

用
」
と
い
う
、
別
個
独
立
の
二
つ
の
主
張
が
な
さ
れ
た
と
評
価
し
て
、
両
者
を
独
立
別
個
に
判
断
す
る
裁
判
例
が
増
え
て
い
る
。

権
利
外
観
法
理

と
こ
ろ
で
、
上
記
【
最
5
｝
は
、
「
民
法
九
四
条
二
項
、
同
法
一
一

O
条
の
法
意
」
と
と
も
に
（
あ
る
い
は
「
法
意
」
の
具
体
的
内

容
と
し
て
？
）
「
外
観
尊
重
お
よ
び
取
引
保
護
の
要
請
」
を
挙
げ
て
い
た
。
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理
論
の
登
場
時
期

イ
ギ
リ
ス
法
起
源
の
〔
到
〕
禁
反
言
に
劣
ら
ぬ
程
度
に
、
ド
イ
ツ
法
起
源
の
〔
日
〕
権
利
外
観
が
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
た
歴
史
も

古
く
、
こ
の
用
語
は
、
学
説
に
あ
っ
て
は
、
す
で
に
戦
前
よ
り
広
く
定
着
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
判
例

に
お
い
て
は
、
〔
引
〕
禁
反
言
が
、
伊
浮
『
表
示
行
為
の
公
信
力
」
以
降
一
世
を
風
廃
し
た
の
に
対
し
て
、
〔
引
〕
権
利
外
観
法
理
の

側
は
、
判
例
評
釈
等
に
お
け
る
学
者
の
言
及
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
に
は
ま
っ
た
く
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。

判
例
に
お
い
て
、
こ
の
概
念
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
は
、
戦
後
、
昭
和
三

0
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
東
京
高
判
昭
和
三
四

年
二
月
二
八
日
下
民
集
一

O
巻
二
号
四
三

O
頁
（
商
法
二
八
条
の
公
告
の
事
案
）
に
お
け
る
当
事
者
の
主
張
を
塙
矢
と
し
、
裁
判
所
の

（一）
判
断
と
し
て
は
、
福
岡
高
判
昭
和
三
六
年
六
月
二
二
日
高
民
集
一
四
巻
四
号
二
九

O
頁
「
商
法
第
一
八
九
条
、
旧
第
三
七

O
条
（
現

第
二
八
O
条
の
一
四
）
は
、
：
：
：
い
わ
ゆ
る
表
示
に
よ
る
禁
反
言
な
い
し
権
利
外
観
法
理
の
一
顕
現
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
、
最
高
裁

で
は
、
最
（
三
小
）
判
昭
和
三
七
年
五
月
一
日
民
集
一
六
巻
五
号
一

O
コ
二
頁
の
上
告
理
由
「
商
法
第
四
十
二
条
は
、
：
：
：
ド
イ
ツ

法
に
於
け
る
外
観
法
理
又
は
英
米
法
に
於
け
る
表
示
に
よ
る
禁
反
言
法
理
と
同
一
の
精
神
に
も
と
ず
く
も
の
で
、
商
法
の
外
観
主
義

の
発
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
、
判
旨
で
は
、
最
（
一
小
）
判
昭
和
四
三
年
一

O
月
一
七
日
民
集
二
二
巻
一

O
号
二
二

O
四
頁
「
表
見

支
配
人
に
関
す
る
商
法
の
規
定
〔
商
法
一
四
条
・
四
二
条
）
が
外
観
理
論
な
い
し
禁
反
言
の
法
理
に
基
づ
く
も
の
」
が
最
初
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
商
事
判
例
で
、
し
か
も
、
権
利
外
観
法
理
を
禁
反
言
と
同
一
物
と
位
置
づ
け
て
い
る
点
が
目
を
惹
く
。
す

な
わ
ち
、
わ
が
国
の
判
例
に
お
け
る
権
利
外
観
法
理
へ
の
言
及
も
ま
た
、
禁
反
言
と
同
様
、
伊
津
『
表
示
行
為
の
公
信
力
』
の
影
響

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
、
前
示
【
最
5
｝
が
、
右
昭
和
四
三
年
一

O
月
一
七
日
判
決
と
同
日
付
に
て
、
同
じ
第
一
小
法
廷
判
決
に
よ

り
下
さ
れ
た
判
決
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
九
四
条
二
項
類
推
適
用
の
領
域
に
お
け
る
権
利
外
観
法
理
は
、
民
法
学

者
に
よ
り
ド
イ
ツ
法
か
ら
直
接
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
商
法
学
者
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
禁
反
言
と
同
様
の
概
念
で
あ
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る
と
の
理
解
の
下
に
、
戦
後
昭
和
三

O
年
1
四
0
年
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
わ
が
国
の
判
例
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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（二）

そ
の
後
の
展
開

慶躍の法律学

【
最
5】

の
定
立
し
た
〔
回
〕
九
四
条
二
項
＋
一
一

O
条
重
畳
型
「
法
意
」
構
成
の
そ
の
後
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

触
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
同
構
成
に
お
け
る
「
外
観
尊
重
及
び
取
引
保
護
の
要
請
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、
実
は
（
別
〕
禁
反
言
と

同
義
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
〔
引
〕
禁
反
言
は
、
や
は
り
ド
イ
ツ
法
系
の
〔
殴
〕
信
義
則
の
一
適
用
例
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
、

〔
回
〕
信
義
則
H

〔
日
〕
権
利
外
観
法
理
の
三
者
が
同
義
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
と

そ
の
結
果
、
〔
引
〕
禁
反
言
H

ど
め
る
。

一
方
、
右
重
畳
型
以
外
の
類
型
（
H

単
独
型
）
に
お
い
て
、
権
利
外
観
法
理
を
掲
げ
る
裁
判
例
が
現
れ
る
の
は
、
昭
和
五

0
年
代

も
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
こ
に
お
い
て
、
権
利
外
観
法
理
は
、
常
に
禁
反
言
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
提
示
さ
れ
る
。

最
も
早
い
の
は
、
【
下
M
b
】
の
当
事
者
の
主
張
で
あ
り
、
裁
判
所
の
判
断
で
は
、
【
下
お
｝
が
最
初
で
あ
る
（
な
お
、
同
判
決
に
お

い
て
は
、
九
四
条
二
項
類
推
の
法
律
構
成
で
は
な
く
し
て
、
「
禁
反
言
も
し
く
は
権
利
外
観
法
理
」
が
直
接
適
用
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ

る）。そ
の
後
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
禁
反
言
と
権
利
外
観
法
理
は
同
一
物
と
評
価
さ
れ
て
お
り
（
【
下
引
】
「
〔
第
三
者
は
〕
善
意
で
あ

っ
た
と
は
な
し
難
い
か
ら
、
か
か
る
意
味
合
い
か
ら
も
同
法
条
〔
九
四
条
二
項
〕
の
適
用
な
い
し
は
禁
反
言
、
権
利
外
観
の
法
理
を
肯
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
」
。
な
お
、
【
下
心
b
】
の
当
事
者
も
「
禁
反
言
法
理
」
と
「
外
観
法
理
」
を
同
一
物
と
捉
え
、
【
最
お
】
の
第
一
審
被
告
国

の
主
張
も
「
禁
反
言
な
い
し
権
利
外
観
法
理
に
よ
り
、
登
記
を
信
頼
し
た
善
意
の
第
三
者
で
あ
る
被
告
固
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
て
か
よ
う
な
理
解
は
、
お
そ
ら
く
今
日
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
再
び
わ
れ
わ
れ
は
、
先
の
「
法
意
」
と
「
類
推
適
用
」
は
同
義
か
否
か
と
同
様
の
、
用
語
法
の
問
題
に
突

き
当
た
る
。
ド
イ
ツ
法
の
権
利
外
観
法
理
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
、
大
い
に
違
和
感
を
覚
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も



判
例
に
お
い
て
は
、
〔
副
〕
禁
反
言
と
〔
日
〕
権
利
外
観
法
理
は
同
義
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
判
例
が
〔
日
〕
権
利
外
観
法
理
の
用

語
を
用
い
て
い
る
場
合
、
ド
イ
ツ
本
流
の
権
利
外
観
法
理
の
要
件
・
効
果
を
念
頭
に
置
く
の
は
危
険
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
イ
ギ

リ
ス
法
の
〔
別
〕
禁
反
言
と
読
み
替
え
て
、
そ
の
要
件
・
効
果
を
思
い
描
く
の
が
無
難
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

5 
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九
四
条
二
項
類
推
適
用
関
連
の
判
例
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
、
〔
臼
〕
「
表
見
法
理
」
な
る
概
念
も
登
場
し
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
用
語
も
ま
た
、
判
例
に
お
い
て
は
、
上
記
「
法
意
」
や
「
権
利
外
観
法
理
」
と
同
様
、
奇
妙
な
言
葉
の
問
題
を
抱
え
込
ん
で
い

る
わ
が
国
の
判
例
に
お
い
て
、
「
表
見
代
理
」
と
い
う
用
語
は
、
大
正
期
以
降
に
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、

理
論
の
登
場
時
期

「
表
見
法
理
」
と
い
う
一
言
葉
を
用
い
る
裁
判
例
は
、
戦
前
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
。

一
方
、
戦
後
に
な
っ
て
、
「
表
見
法
理
」
の
用
語
を
は
じ
め
て
用
い
た
の
は
、
東
京
高
判
昭
和
三
七
年
六
月
一
九
日
高
民
集
一
五

巻
六
号
四
三

O
頁
（
上
告
審
）
で
あ
る
が
、
同
判
決
は
、
こ
の
用
語
を
「
表
見
代
理
」
の
意
味
で
使
用
し
て
い
る
（
民
法
七
六
一
条
の

夫
婦
の
日
常
家
事
債
務
を
基
本
代
理
権
と
す
る
一
一

O
条
の
制
限
的
「
適
用
」
事
例
）
。
ま
た
、
最
高
裁
判
例
の
判
旨
に
お
い
て
、
判
旨
中

｛
最
幻
】

で
こ
の
用
語
を
使
用
し
て
い
る
も
の
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
存
在
し
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
に
平
成
九
年
の

原
審
判
断
（
後
掲
）
を
受
け
て
、
こ
の
用
語
を
使
用
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。

な
お
、
上
記
判
決
と
同
年
に
は
、
「
表
見
責
任
」
の
用
語
を
用
い
る
裁
判
例
が
登
場
し
て
い
る
（
東
京
地
判
昭
和
三
七
年
一
二
月
二

の
上
告
理
由
が
、

O
日
判
時
三
二
五
号
三
四
頁
。
約
束
手
形
の
偽
造
事
例
）
。
も
っ
と
も
、
こ
の
用
語
も
ま
た
、
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
0
年

代
の
判
例
に
お
け
る
上
告
理
由
中
で
の
使
用
を
見
出
す
に
す
ぎ
な
い
。
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さ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
九
四
条
二
項
関
係
の
判
例
に
お
い
て
、
「
表
見
法
理
」
の
言
葉
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
は
、
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民事法

昭
和
五
八
年
の
【
下
知
】
に
お
け
る
「
不
実
登
記
を
信
頼
し
て
利
害
関
係
を
持
つ
に
至
っ
た
第
三
者
が
保
護
を
受
け
る
た
め
に
は
、

表
見
法
理
の
原
則
か
ら
考
え
て
、
善
意
の
み
な
ら
ず
、
無
過
失
を
も
要
す
る
と
解
す
べ
き
」
と
の
当
事
者
の
主
張
で
あ
る
。
な
お
、

当
事
者
は
、
無
過
失
を
要
求
す
る
判
例
法
理
〔
印
〕
九
四
条
二
項
＋
一
一

O
条
の
「
法
意
」
構
成
を
別
個
主
張
と
し
て
立
て
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
、
前
記
主
張
は
、
九
四
条
二
項
の
単
独
（
類
推
）
適
用
の
主
張
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

慶麿の法律学

に）

そ
の
後
の
展
開

そ
の
後
し
ば
ら
く
の
問
、
「
表
見
法
理
」
の
語
を
用
い
る
裁
判
例
は
現
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
平
成
九
年
に
な
っ
て
、
次
の
二
つ

の
裁
判
例
が
登
場
す
る
。
そ
の
一
は
、
【
下

m
a｝
に
お
け
る
当
事
者
の
主
張
「
民
法
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
と
い
う
表
見
法
理

を
も
っ
て
破
産
会
社
の
債
権
者
に
不
測
の
損
害
を
及
ぼ
し
て
よ
い
と
す
る
実
質
的
理
由
・
合
理
性
は
み
あ
た
ら
な
い
」
で
あ
る
が
、

当
事
者
は
こ
れ
と
は
別
個
独
立
に
〔
剖
〕
禁
反
言
・
〔
即
〕
信
義
則
違
反
も
主
張
し
て
い
る
か
ら
、
前
記
〔
日
〕
権
利
外
観
法
理
の

よ
う
に
、
〔
臼
〕
表
見
法
理
の
概
念
を
〔
引
〕
禁
反
言
と
同
義
と
捉
え
る
発
想
は
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
二
は
、

【
最
幻
｝
の
原
審
判
旨
で
あ
り
、
「
表
見
法
理
に
お
い
て
は
一
般
的
に
善
意
・
無
過
失
を
要
求
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
民
法
九
四

条
二
項
も
表
見
法
理
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
場
合
〔
外
形
自
己
作
出
型
〕
は
、
自
分
で
外
形
を
作
っ
た
者
が

外
形
ど
お
り
の
責
任
を
負
う
べ
き
場
合
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
重
過
失
あ
る
い
は
過
失
の
な
い
こ
と
ま
で
は
要
求
さ
れ
な
い

も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

そ
し
て
、
「
表
見
法
理
」
の
語
の
登
場
す
る
最
後
の
例
が
、
先
に
も
引
用
し
た
【
最
認
の
原
審
（
平
成
一
五
年
）
判
旨
「
民
法
九

四
条
二
項
や
民
法
一
一

O
条
等
の
諸
規
定
を
類
推
適
用
す
る
と
い
う
形
で
、
こ
の
権
利
外
観
法
理
な
い
し
表
見
法
理
を
広
く
適
用
し
、

第
三
者
の
保
護
を
図
っ
て
き
た
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
よ
う
や
く
〔
日
〕
権
利
外
観
法
理
を
、
〔
引
〕
禁
反
言
・
〔
回
〕
信
義
則

違
反
と
同
義
で
は
な
く
、
〔
臼
〕
表
見
法
理
と
同
義
と
捉
え
る
発
想
が
見
出
さ
れ
る
。



と
も
あ
れ
、
判
例
に
お
け
る
〔
臼
〕
表
見
法
理
の
全
容
は
、
以
上
の
よ
う
な
貧
弱
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
〔
別
〕
禁
反
言
・
〔
回
〕
信

義
則
の
よ
う
な
具
体
的
法
規
範
性
（
直
接
適
用
可
能
性
）
を
有
す
る
概
念
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な
い
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
、
学
説
に
あ
っ
て
は
、
九
四
条
二
項
類
推
適
用
法
理
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
不
動
産
登
記
に
公
信
力
を
付
与
す

民法九四条二項の類推適用に関する判例の表現について（七戸克彦）

る
機
能
を
営
ん
で
い
る
と
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
判
例
は
、
比
較
的
最
近
（
昭
和
六

O
年
以
前
）
ま
で
、
か
か
る
公
信

力
の
代
替
機
能
に
関
し
て
、
否
定
的
評
価
し
か
下
し
て
こ
な
か
っ
た
（
【
下
9
】
【
下
公
｛
下
幻
｝
等
）
。
た
だ
し
、
【
最
却
】
の
原
審

（
平
成
一
五
年
）
は
、
こ
の
点
に
つ
き
肯
定
的
評
価
を
与
え
て
い
る
。

（
2
）
伊
津
・
後
掲
注
（
3
）
②
一

O
頁
。
な
お
、
同
①
・
五
頁
注
（
四
）
も
参
照
。

（3
）
伊
津
孝
平
①
「
表
示
行
為
の
公
信
力
｜
｜
商
事
に
お
け
る
禁
反
言
｜
｜
』
（
有
斐
閣
、
初
版
・
昭
和
二
年
）
。
そ
の
他
、
こ
の
時
期
の
文
献
と

し
て
、
法
律
時
報
一
二
巻
一
二
号
（
昭
和
一
一
年
）
掲
載
の
、
小
町
谷
操
コ
一
「
商
法
改
正
法
案
に
現
れ
た
る
禁
反
言
の
原
則
」
ゴ
一
頁
、
伊
津
孝
平
②

「
判
例
に
現
れ
た
る
禁
反
言
の
原
則
」
八
頁
、
末
延
三
次
「
英
米
法
に
お
け
る
禁
反
Z

一
一
口
」
一
六
頁
。
な
お
、
そ
れ
以
前
の
時
代
の
禁
反
言
に
関
す
る
文

献
に
関
し
て
は
、
伊
津
・
前
掲
①
巻
末
掲
載
の
文
献
リ
ス
ト
参
照
。

（
4
）
た
と
え
ば
大
判
昭
和
二
二
年
三
月
一
六
日
民
集
一
七
巻
四
二
三
頁
の
上
告
理
由
第
四
点
は
、
同
書
を
頁
数
を
指
定
し
て
引
用
し
て
い
る
。

（5
）
伊
津
・
前
掲
注
（
3
）
①
四
頁
。

（
6
）
真
船
・
【
最
2
】
解
説
四
九
O
頁
（
注
）

0

（
7
）
豊
水
・
【
最
3
】
解
説
一
一
一
頁
。
な
お
、
千
種
・
【
最
7
】
解
説
二
五
五
頁
も
同
旨
。

（8
）
横
山
・
【
最
口
】
解
説
五
七
三
頁
以
下
。

（
9
）
横
山
・
｛
最
口
｝
解
説
五
七
一
頁
以
下
。

（
叩
）
な
お
、
お
よ
そ
す
べ
て
の
「
法
意
に
照
ら
し
」
と
い
う
用
言
を
用
い
る
全
判
例
（
数
百
例
）
か
ら
見
た
場
合
、
九
四
条
二
項
に
関
す
る
「
法
意
」

と
「
類
推
適
用
」
の
使
い
分
け
は
、
例
外
的
（
な
い
し
異
常
）
な
用
例
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
近
時
の
用
語
法
は
、
九
四
条
二
項
に
限
っ
て
存
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在
す
る
特
殊
的
な
意
味
づ
け
を
捨
て
、
「
法
意
に
照
ら
し
」
（
H
解
釈
方
法
論
の
問
題
）
、
「
類
推
適
用
」
を
行
う
（
H
条
文
操
作
の
具
体
的
内
容
の
問

題
）
と
い
う
、
日
本
語
の
通
常
の
意
味
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
用
語
を
用
い
る
大
多
数
の
判
例
に
従
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

（
日
）
本
稿
〔
図
表
3
〕
掲
記
の
判
例
に
関
し
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
於
保
・
【
大
3
b
】
評
釈
一
六
一
頁
、
一
六
二
頁
。

（
ロ
）
な
お
、
当
事
者
は
上
告
審
（
最
（
二
小
）
判
昭
和
三
六
年
一

O
月
二
二
日
民
集
一
五
巻
九
号
二
三
二

O
頁
）
の
上
告
理
由
に
お
い
て
も
同
一
の

主
張
を
行
っ
て
い
る
。

（
日
）
鈴
木
・
【
最
5
】
解
説
二
一

O
一
頁
は
、
「
本
判
決
は
、
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
の
法
理
の
適
用
に
お
い
て
従
来
の
判
例
を
一
歩
前
進
せ
し
め
た
も
の

と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
」
と
す
る
が
、
こ
こ
に
い
う
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
は
、
禁
反
言
お
よ
び
信
義
則
の
法
理
と
同
義
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
二
一

O
O頁
に
は
、
商
法
学
者
に
よ
る
本
格
的
な
ド
イ
ツ
法
研
究
で
あ
る
喜
多
了
祐
「
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
課
題
｜
｜
外
観
法
理
の
研

究
序
説
｜
｜
」
商
学
討
究
（
小
樽
商
大
）
二
巻
三
号
（
昭
和
二
七
年
）
四
一
頁
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
結
局
、
調
査
官
解
説
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
側

に
傾
斜
し
て
い
る
（
「
本
件
に
つ
い
て
は
、
英
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る
過
失
禁
反
一
言
（

28Hum
－S
E怪
m
g
B）
が
参
考
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
」
一

二
O
二
頁
（
注
二
参
照
）

0

（
凶
）
伊
津
・
前
掲
注
（
3
）
①
四
頁
。

（
日
）
大
判
大
正
九
年
一
一
月
一
八
日
民
録
二
六
輯
一
七
一
四
頁
に
お
け
る
当
事
者
の
主
張
を
晴
矢
と
す
る
が
、
判
旨
で
「
表
見
代
理
」
の
用
語
を
用

い
る
の
は
、
戦
前
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
大
判
昭
和
一
一
年
一

O
月
三
日
民
集
一
五
巻
二

O
ゴ
一
五
頁
、
大
判
昭
和
一
四
年
一
月
二
八
日
法
律
新
聞

四
三
八
二
号
二
二
頁
、
大
阪
区
判
昭
和
一
四
年
五
月
二
日
法
律
評
論
二
八
巻
民
訴
二
三
九
頁
の
、
三
例
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
表
見
」
と
い
う
言

葉
は
、
早
期
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。
明
治
三
二
年
二
月
二
日
民
録
五
輯
二
巻
九
頁
「
表
見
ノ
相
続
人
」
、
大
判
明
治
三
三
年
六
月
七
日
民
録
六
輯
六

巻
一
五
五
頁
「
表
見
ノ
所
有
者
」
、
大
判
明
治
三
四
年
三
月
二
二
日
民
録
七
輯
三
号
六
九
頁
「
表
見
相
続
人
」
な
ど
。

（
凶
）
最
（
三
小
）
判
昭
和
四
二
年
六
月
六
日
判
時
四
八
七
号
五
六
頁
、
最
（
一
二
小
）
判
昭
和
四
六
年
二
月
二
三
日
民
集
三
五
巻
一
号
一
五
一
頁
。

（
げ
）
福
岡
高
判
平
成
一
五
年
三
月
二
八
日
判
時
一
八
四
二
号
七
二
頁
。
「
よ
っ
て
検
討
す
る
に
、
民
法
の
通
謀
虚
偽
表
示
や
表
見
代
理
に
お
け
る
第
三

者
の
保
護
に
関
す
る
諸
規
定
は
、
権
利
者
の
側
に
不
実
の
外
形
（
登
記
や
代
理
人
た
る
地
位
な
ど
）
を
作
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
帰
責
事
由
が
あ
る

場
合
に
、
そ
の
外
形
を
信
じ
て
取
引
関
係
に
入
っ
た
第
三
者
を
保
護
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
権
利
外
観
法
理
な
い
し
表
見
法
理
の
具
体
的
な
現
れ
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
多
数
の
判
例
が
、
民
法
九
四
条
二
項
、
民
法
一

O
九
条
、
一
一

O
条、

民事法慶醸の法律学
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で
き
る
典
型
的
な
事
例
だ
け
で
な
く
、
あ
る
紛
争
の
事
実
関
係
が
こ
れ
ら
の
規
定
が
要
件
と
す
る
事
実
関
係
に
類
似
し
て
い
る
場
合
に
も
、
当
該
紛

争
に
民
法
九
四
条
二
項
や
民
法
一
一

O
条
等
の
諸
規
定
を
類
推
適
用
す
る
と
い
う
形
で
、
こ
の
権
利
外
観
法
理
な
い
し
表
見
法
理
を
広
く
適
用
し
、

第
三
者
の
保
護
を
図
っ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
判
例
法
理
は
、
登
記
に
公
信
力
を
認
め
て
い
な
い
民
法
の
下

に
お
い
て
も
、
一
｛
疋
の
場
合
に
は
登
記
に
公
信
力
を
付
与
し
た
の
と
同
様
の
機
能
を
営
む
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
。

民法九四条二項の類推適用に関する判例の表現について（七戸克彦）

ロロ

m
gロ円
8
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－oi
s
o
g
u円
サ

本
稿
冒
頭
で
提
示
し
た
｛
最
却
】
を
め
ぐ
る
議
論
の
う
ち
、
判
旨
の
表
現
「
類
推
適
用
」
と
「
法
意
」
の
異
同
の
問
題
は
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
過
去
三
回
の
同
種
の
議
論
を
踏
ま
え
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
両
者
の
相
違
の
歴
史
に
拘
泥
せ
ず
一
律
に
「
類
推
適
用
」

の
表
現
を
用
い
る
近
時
の
一
般
的
傾
向
を
反
映
し
た
も
の
か
に
つ
き
、
確
証
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
い
う
「
法
意
」
の
具
体
的
内
容
と
し
て
判
例
の
掲
げ
る
種
々
の
諸
原
則
｜
｜
〔
引
〕
禁
反
言
・
〔
殴
〕

信
義
則
・
〔
日
〕
権
利
外
観
法
理
・
〔
臼
〕
表
見
法
理
等
ー
ー
を
も
視
野
に
入
れ
た
う
え
で
、
九
四
条
二
項
類
推
適
用
の
問
題
を
改
め

て
捉
え
直
し
た
場
合
、
そ
こ
か
ら
は
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
知
見
が
得
ら
れ
る
。

第
一
に
、
今
日
の
大
方
の
学
説
は
、
判
例
に
お
け
る
九
四
条
二
項
類
推
適
用
の
無
限
定
な
拡
大
に
批
判
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対

す
る
歯
止
め
の
か
け
方
に
は
、
次
の
二
通
り
の
方
向
性
が
存
在
し
て
い
る
。
〔
I
〕
そ
の
一
は
、
類
推
適
用
の
射
程
距
離
を
、
九
四

条
（
一
項
）
二
項
の
本
来
の
適
用
範
囲
に
近
づ
け
る
形
で
収
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
〔
H
〕
そ
の
二
は
、
九
四
条
二
項
が

権
利
外
観
法
理
な
い
し
表
見
法
理
を
具
体
化
し
た
規
定
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
本
人
側
の
帰
責
性
と
第
三
者
側
の
信
頼
の
態
様
の
相

関
を
と
る
形
で
妥
当
な
解
決
を
導
こ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
説
の
多
く
は
、
こ
の
う
ち
の

〔
E
〕
説
に
立
っ
て
い

る
が
、
本
稿
の
考
察
か
ら
は
、
同
説
は
、
実
は
、
自
ら
が
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
、
判
例
の
立
場
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
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明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
（
引
〕
九
四
条
二
項
類
推
適
用
論
は
、
戦
前
に
確
立
さ
れ
て
い
た
第
三
者
保
護
法
理
で
あ
る

〔
副
〕
禁
反
言
構
成
が
、
そ
の
条
文
根
拠
を
求
め
て
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
一
律
の
一
般
法
理
適
用
の
処
理
は
、

「
通
謀
」
の
有
無
を
基
準
に
〔

α
〕
九
四
条
二
項
の
「
類
推
適
用
」
と
、
〔

F
〕
そ
の
「
法
意
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〔
引
〕
禁
反
言
の

直
接
適
用
と
に
区
分
さ
れ
た
が
、
こ
の
区
分
は
、
「
通
謀
」
要
件
の
撤
廃
に
よ
り
無
意
味
と
な
っ
た
。
と
な
れ
ば
、
論
理
的
に
は
、

再
び
全
域
に
わ
た
っ
て
〔

F
〕
「
法
意
」
で
あ
る
一
般
条
項
の
直
接
適
用
が
生
じ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
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ま
さ
に
上
記
学
説
の
方
向
性
の
う
ち
の
〔
H
〕
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
上
の
よ
う
な
沿
革
・
構
造
を
も
っ
判
例
理
論

に
対
し
て
、
「
〔
禁
反
言
も
し
く
は
権
利
外
観
法
理
と
い
う
〕
一
般
理
論
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、
類
推
適
用
論
に
よ
る
以
上
に
あ
い
ま

い
さ
を
残
し
、
涯
の
な
い
拡
大
の
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
」
と
批
判
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
「
む
や
み
に
あ
い
ま
い
な
『
法
意
』

を
創
造
す
る
と
、
条
理
裁
判
に
な
る
」
と
批
判
す
る
こ
と
は
、
論
者
が
も
し
〔
E
〕
の
方
向
性
を
有
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
白
傷
行

の
方
向
性
は
、
戦
前
の
〔
引
〕
禁
反
言
説
を
無
自

為
と
な
る
。
近
時
の
新
た
な
傾
向
で
あ
る
か
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
〔
E
〕

覚
に
再
現
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
も
し
論
者
が
、
〔
E
〕

の
方
向
性
を
と
ら
ず
、
〔
I
〕
の
条
文
に
忠
実
に
適
用
範
囲
を
収
め
る
方
向
性
を
考
え
て
い
た

の
区
分
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
過
去
の
時
代
に
経
験
済
み
で

と
し
て
も
、
そ
の
試
み
も
ま
た
、
上
記
〔

α
〕〔

F
〕

あ
る
。
こ
こ
で
、
仮
に
、
〔
I
〕
の
方
向
性
に
立
脚
し
て
、
消
失
し
た
「
通
謀
」
要
件
の
復
活
に
成
功
し
た
と
し
よ
う
。
し
か
し
、

そ
の
場
合
に
、
論
者
は
、
そ
れ
ま
で
九
四
条
二
項
類
推
適
用
論
の
無
限
定
な
拡
大
に
よ
り
救
済
さ
れ
て
い
た
「
通
謀
」
な
き
場
合
の

第
三
者
を
、
い
か
な
る
法
理
で
救
済
す
る
と
い
う
の
か
。
結
局
、
〔
I
〕
説
の
論
者
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
場
合
に
は
、
一
般
条
項
に

頼
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
し
て
、
か
か
る
場
合
分
け
に
よ
る
処
理
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
経
験
済
み
で
あ
っ
た
。
結
局
、
こ
の

テ
ー
マ
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
先
学
に
よ
り
議
論
し
尽
く
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
、
壮
大
な
る
堂
々
め
ぐ
り
を
し

て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
も
っ
。
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も
っ
と
も
、
第
二
に
、
近
時
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
以
外
の
第
三
者
保
護
の
法
律
構
成
が
盛
ん
に
主

張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
裁
判
所
の
側
も
、
当
事
者
の
主
張
を
分
解
し
｜
｜
た
と
え
ば
九
四
条
二
項
と
一
一

O
条
の
重
畳

（
類
推
）
適
用
の
主
張
を
、
各
条
項
の
単
独
（
類
推
）
適
用
の
主
張
と
評
価
し
｜
｜
各
々
に
つ
き
独
立
の
要
件
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
当
該
事
案
に
お
い
て
は
、
九
四
条
二
項
の
「
類
推
適
用
」
の
解
釈
指
針
と
し
て
働
い
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
一
般
条

項
の
主
張
に
対
し
て
も
、
裁
判
所
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
対
し
て
認
定
を
行
っ
て
い
る
。
極
端
に
範
囲
を
拡
大
し
た
今
日
の
九
四
条

二
項
類
推
適
用
法
理
の
下
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
同
法
理
に
頼
れ
ば
救
済
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
他
の
救
済
法
理
が
積
極
的
に

援
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
裁
判
官
が
九
四
条
二
項
の
「
類
推
適
用
」
と
そ
の
「
法
意
」
た
る
一
般
条
項
の
一
つ
一
つ
を
認
定
す
る
傾
向

に
あ
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
必
ず
し
も
詳
ら
か
で
は
な
い
が
（
考
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
近
時
、
九
四
条
二
項
類
推
適
用
が
否
定
さ

れ
る
例
が
目
立
っ
て
増
え
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
）
、
と
も
か
く
も
、
他
の
第
三
者
保
護
法
理
の
活
用
が
活
発
化
す
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
こ
れ
と
の
相
対
に
お
い
て
、
九
四
条
二
項
類
推
適
用
に
頼
る
余
地
も
減
少
す
る
わ
け
で
あ
り
、
同
法
理
の
無
限
定
な
拡
大
に
批

判
的
な
見
解
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
他
の
第
三
者
保
護
法
理
の
援
用
実
態
に
つ
い
て
も
、
目
を
向
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

〔
図
表
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九
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53 

52 
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五頁
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民法九四条二項の類推適用に関する判例の表現について（七戸克彦）

下 下
2最2 

下
2下6 

下
2最2 

下 下
2下3 

下
2下3 

下
2下2 

下
2下0 

下
2最1 

下 下
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最
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和車高判昭五名
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（ 
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年
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四
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外量意形非対 外形作型J「L自; 再形型出自 f外形塑「自L乍_, 外形作自己自 雇形型出自 外形作型「l自~ 
Cl Cl B2 Cl Cl A な Cl Dl Cl Cl DZ A Cl A A Cl A D2 Cl Cl Cl 

A はもしく

Cl 
｜｜ ＋ ？ 

否r疋4「’

？ 

否F刃A三－－ 

？ 

組事削告

？ 

否疋 Dl 
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慶麿の法律学民事法

下
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下
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最
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す。仁ヨ

七巻
五巻

。
ノ巷号ノj九¥ 、、

マE王コ

ノ巻四、
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63 

頁

76 
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頁四 五頁
64 
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民法九四条二項の類推適用に関する判例の表現について（七戸克彦）
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民法九四条二項の類推適用に関する判例の表現について（七戸克彦）
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い

え
ば
、
九
四
条
二
項
そ
の
も
の
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
と
の
比
較
法
や
旧
民
法
・
現
行
民
法
の
沿
革
論
か
ら
（
同
条
項
の
「
本
来
適
用
」
の

論
点
で
は
な
く
し
て
）
「
類
推
適
用
」
の
判
例
法
理
を
検
討
す
る
方
向
性
は
、
基
本
発
想
と
し
て
正
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ

う
か
。
た
か
だ
か
そ
れ
は
、
九
四
条
二
項
そ
れ
自
体
の
解
釈
か
ら
は
、
無
権
利
者
か
ら
の
取
得
者
を
ほ
と
ん
ど
保
護
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い

う
当
然
に
予
想
さ
れ
る
結
論
を
導
く
だ
け
で
あ
ろ
う
。

（
幻
）
中
舎
・
前
掲
注
（
l
）
四
二
三
頁
。

（
泣
）
〔
本
件
評
釈
〕
片
山
金
章
・
法
学
新
報
四
四
巻
一
一
号
（
昭
和
九
年
）
一
六
八
頁
、
水
口
吉
蔵
・
法
律
論
叢
（
明
治
大
）
一
一
一
一
巻
一
一

H

一
二
号

（
昭
和
九
年
）
六
三
頁
、
板
木
郁
郎
・
法
と
経
済
（
立
命
館
大
）
三
巻
一
号
（
昭
和
一

O
年
）
一
九
五
頁
、
石
田
文
次
郎
・
法
学
論
叢
（
京
大
）
三
一
一

巻
三
号
（
昭
和
一

O
年
）
一
三
七
頁
、
我
妻
栄
『
判
例
民
事
法
（
昭
和
九
年
度
）
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
一
六
年
）
〔
六
七
事
件
〕
二

O
一
頁
、
幾
代
通

「
銀
行
取
引
判
例
百
選
」
（
別
ジ
ュ
リ
六
号
、
昭
和
四
一
年
）
四
四
頁
。

（
お
）
〔
本
件
評
釈
〕
於
保
不
二
雄
・
法
学
論
叢
（
京
大
）
三
四
巻
四
号
（
昭
和
一
一
年
）
一
五
八
頁
、
中
川
善
之
助
・
民
商
三
巻
五
号
（
昭
和
一
一
年
）

一
一
一
四
頁
、
福
島
四
郎
・
法
と
経
済
（
立
命
館
大
）
五
巻
五
号
（
昭
和
一
一
年
）
一
三
一
頁
、
銀
行
判
例
一
五
巻
五
号
（
昭
和
一
一
年
）
四
O
頁、

川
島
武
宜
「
判
例
民
事
法
（
昭
和
一

0
年
度
）
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
二
年
）
〔
一
二
九
事
件
〕
五
一
八
頁
。

（M
）
〔
本
件
評
釈
〕
近
藤
英
吉
・
民
商
八
巻
三
号
（
昭
和
二
二
年
）
二
三
頁
、
浅
井
清
信
・
法
と
経
済
（
立
命
館
大
）
一

O
巻
四
号
（
昭
和
二
三
年
）

一二

O
頁
、
内
田
力
蔵
『
判
例
民
事
法
（
昭
和
一
三
年
度
）
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
一
四
年
）
〔
三
八
事
件
〕
一
四
二
頁
。

（
お
）
〔
本
件
評
釈
〕
石
田
文
次
郎
・
法
学
論
叢
（
京
大
）
三
九
巻
一
号
（
昭
和
二
二
年
）
一
七
五
頁
、
松
坂
佐
一
・
民
商
八
巻
二
号
（
昭
和
二
二
年
）

九
九
頁
、
梶
田
年
・
法
学
新
報
四
八
巻
八
号
（
昭
和
二
二
年
）
一
五
八
頁
、
四
宮
和
夫
『
判
例
民
事
法
（
昭
和
二
二
年
度
）
」
（
有
斐
閣
、
昭
和
一
四

年
）
〔
一
一
一
一
事
件
〕
八
六
頁
。
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（
お
）
〔
本
件
評
釈
〕
谷
口
知
平
・
銀
行
論
叢
三
二
巻
五
号
（
昭
和
一
四
年
）
一
一
一
頁
、
山
木
戸
克
己
・
民
商
九
巻
六
号
（
昭
和
一
四
年
）
七
二
一
頁
、
梶

回
年
・
法
学
新
報
四
九
巻
六
号
（
昭
和
一
四
年
）
一
六
五
真
、
四
宮
和
夫
『
判
例
民
事
法
（
昭
和
三
二
年
度
）
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
一
四
年
）
〔
一
ム
ハ
一

事
件
〕
六
O
六
頁
。

（
幻
）
〔
本
件
評
釈
〕
石
田
喜
久
夫
・
民
商
二
九
巻
二
号
（
昭
和
二
九
年
）
四
四
頁
、
加
藤
一
郎
・
法
協
七
二
巻
六
号
（
昭
和
コ
一
O
年
）
一
四
O
頁。

（
お
）
〔
本
件
評
釈
〕
石
田
喜
久
夫
・
民
商
二
九
巻
五
号
（
昭
和
二
九
年
）
三
四
頁
、
深
瀬
忠
一
・
自
治
研
究
三
二
巻
四
号
（
昭
和
三
一
年
）
一
六
八
頁
、

田
中
成
志
・
法
協
九
七
巻
一
号
（
昭
和
五
五
年
）
一
四
一
頁
。

（
羽
）
〔
本
件
評
釈
〕
柚
木
馨
・
民
商
三
二
巻
一
号
（
昭
和
三
O
年
）
三

O
頁
、
川
添
利
起
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
二
九
年
度
）
』
（
法

曹
会
、
昭
和
三

O
年
）
〔
七
六
事
件
〕
一
一
一

O
頁
、
川
本
権
祐
・
民
事
研
修
一
三
号
（
昭
和
三
四
年
）
三
七
頁
、
米
倉
明
・
法
協
一

O
六
巻
六
号
（
平

成
元
年
）
一
二
七
頁
。

（
却
）
〔
本
件
評
釈
〕
乾
昭
ゴ
了
法
時
三
五
巻
七
号
（
昭
和
三
八
年
）
八
一
頁
、
舟
橋
諒
一
・
民
商
四
八
巻
六
号
（
昭
和
三
八
年
）
一

O
四
頁
、
真
船
孝

允
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
三
七
年
度
）
」
（
法
曹
会
、
昭
和
三
八
年
）
〔
一
四
七
事
件
〕
四
八
六
頁
、
金
山
正
信
・
同
志
社
法
学
八
三

号
（
一
五
巻
四
号
、
昭
和
三
九
年
）
八
O
頁
、
星
野
英
一
・
法
協
八
一
巻
五
号
（
昭
和
四
O
年
）
一
二
一
一
一
頁
。
〔
差
戻
上
告
審
〕
最
（
三
小
）
判
昭
和

四
三
年
三
月
一
九
日
民
集
二
二
巻
三
号
六
四
八
頁
。

（
引
）
〔
上
告
審
〕
最
（
二
小
）
判
昭
和
三
八
年
九
月
二

O
日
民
集
一
七
巻
八
号
一

O
O
六
頁
：
：
：
〔
上
告
審
評
釈
〕
加
藤
正
男
・
民
商
五
O
巻
四
号

（
昭
和
三
九
年
）
一

O
O
頁
、
星
野
英
一
・
法
協
八
三
巻
四
号
（
昭
和
四
一
年
）
一

O
六
頁
、
瀬
戸
正
二
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
コ
一

八
年
度
）
』
（
法
曹
会
、
昭
和
四
一
年
）
〔
五
七
事
件
〕
二
一
二
O
頁
、
石
川
利
夫
①
『
不
動
産
取
引
判
例
百
選
』
（
別
ジ
ユ
リ
一

O
号
、
昭
和
四
一
年
）

一
九
四
頁
、
同
②
『
同
（
増
補
版
）
』
（
別
ジ
ユ
リ
一

O
号
、
昭
和
五
二
年
）
一
九
四
頁
。

（
刀
）
〔
本
件
評
釈
〕
四
宮
和
夫
・
民
商
五
O
巻
一
五
万
（
昭
和
三
九
年
）
八
九
頁
、
星
野
英
一
・
法
協
八
二
巻
三
号
（
昭
和
四
一
年
）
八
O
頁
、
析
田
文

郎
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
三
八
年
度
）
」
（
法
曹
会
、
昭
和
四
一
年
）
〔
四
八
事
件
〕
一
八
O
頁。

（
日
）
〔
本
件
評
釈
〕
香
川
保
一
・
登
記
研
究
二
二
四
号
（
昭
和
四
一
年
）
一
一
一
頁
、
於
保
不
二
雄
・
民
商
五
五
巻
四
号
（
昭
和
四
二
年
）
一
一
一
頁
、

高
津
幸
一
・
法
協
八
四
巻
二
号
（
昭
和
四
二
年
）
一
一
六
頁
、
豊
水
道
祐
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
一
年
度
）
』
（
法
曹
会
、
昭
和

四
二
年
）
〔
一
一
一
一
事
件
〕
一

O
七
頁
、
東
法
子
・
手
形
研
究
二
七
七
号
（
二
二
巻
二
二
号
、
昭
和
五
三
一
年
）
一
一
一
一
頁
。
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民法九四条二項の類推適用に関する判例の表現について（七戸克彦）

（M
）
〔
本
件
評
釈
〕
増
田
幸
次
郎
・
民
商
五
九
巻
六
号
（
昭
和
四
四
年
）
一
八
O
頁
。
〔
上
告
審
〕
最
（
一
小
）
判
昭
和
四
四
年
七
月
一

O
日
民
集
二

三
巻
八
号
一
四
二
三
頁
：
：
：
〔
上
告
審
評
釈
〕
本
間
義
信
・
民
商
六
三
巻
一
号
（
昭
和
四
五
年
）
六
五
頁
、
藤
原
淳
一
郎
・
法
学
研
究
（
慶
応
大
）

四
三
巻
二
一
号
（
昭
和
四
五
年
）
六
九
頁
、
柳
川
俊
一
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
四
年
度
・
下
）
』
（
法
曹
会
、
昭
和
四
六
年
）
〔
七

四
事
件
〕
七
五
一
頁
、
船
越
隆
司
『
宗
教
判
例
百
選
」
（
別
ジ
ュ
リ
三
七
号
、
昭
和
四
七
年
）
四
六
頁
、
五
十
部
豊
久
「
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
（
第

一
一
版
）
」
（
別
ジ
ュ
リ
七
六
号
、
昭
和
五
七
年
）
五
六
頁
、
谷
口
安
平
「
宗
教
判
例
百
選
（
第
二
版
）
』
（
別
ジ
ュ
リ
一

O
九
号
、
平
成
三
年
）
一

O
二
頁
、

中
島
弘
雅
①
『
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
I
』
（
別
ジ
ユ
リ
一
一
四
号
、
平
成
四
年
）
一

O
二
頁
、
同
②
「
同
（
新
法
対
応
補
正
版
）
』
（
別
ジ
ュ
リ
一
四

五
号
、
平
成
一

O
年
）
一

O
二
頁
、
八
回
車
也
「
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）
』
（
別
ジ
ユ
リ
一
六
九
号
、
平
成
一
五
年
）
四
二
頁
。

（
お
）
〔
本
件
評
釈
〕
須
永
醇
・
判
評
一

O
三
号
（
判
時
四
八
一
二
号
、
昭
和
四
二
年
）
七
頁
。

（
M
）
〔
本
件
評
釈
〕
本
城
武
雄
・
民
商
五
七
巻
四
号
（
昭
和
四
三
年
）
一
一
一
一
一
頁
、
乾
昭
三
・
法
時
四
O
巻
一
号
（
昭
和
四
コ
一
年
）
一

O
三
頁
、
星
野

英
一
・
法
協
八
五
巻
四
号
（
昭
和
四
三
年
）
一
一
五
頁
、
竹
村
勢
亀
・
民
事
月
報
二
三
巻
五
号
（
昭
和
四
三
年
）
七
八
頁
、
豊
水
道
祐
『
最
高
裁
判

所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
二
年
度
）
』
（
法
曹
会
、
昭
和
四
六
年
）
〔
二
八
事
件
〕
一
四
六
頁
。

（
灯
）
〔
本
件
評
釈
〕
谷
田
員
三
郎
・
判
評
一
一

O
号
（
判
時
五
O
七
号
、
昭
和
四
三
年
）
二
七
頁
、
谷
口
知
平
・
民
商
五
八
巻
一
号
（
昭
和
四
三
年
）

一
O
八
頁
：
：
：
〔
所
収
〕
『
民
法
論
I
総
論
・
物
権
の
研
究
』
（
信
山
社
、
昭
和
六
三
年
）
一
二
三
頁
、
星
野
英
一
・
法
協
八
五
巻
六
号
（
昭
和
四
三

年
）
九
四
頁
、
後
藤
静
思
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
二
年
度
）
』
（
法
曹
会
、
昭
和
四
六
年
）
〔
六
六
事
件
〕
ゴ
一
五
五
頁
、
宮
内
竹
和

『
家
族
法
判
例
百
選
（
新
版
）
』
（
別
ジ
ユ
リ
四
O
号
、
昭
和
四
八
年
）
二
六
一
頁
、
伊
藤
昌
司
・
法
セ
二
七
五
号
（
昭
和
五
三
年
）
二
二
頁
、
山
本
進

一
『
家
族
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）
』
（
別
ジ
ュ
リ
六
六
号
、
昭
和
五
五
年
）
二
三
二
頁
。

（
見
）
〔
本
件
評
釈
〕
鈴
木
重
信
①
・
金
法
五
三
三
百
万
（
昭
和
四
四
年
）
一
一
一
頁
、
同
②
・
登
記
先
例
解
説
集
一

O
巻
二
号
（
昭
和
四
五
年
）
六
三
頁
、

同
③
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
ゴ
一
年
度
・
下
）
』
（
法
曹
会
、
昭
和
四
六
年
）
〔
一
一
一
六
事
件
〕
一
一
八
九
頁
、
金
山
正
信
・
法
時
四

一
巻
八
号
（
昭
和
四
四
年
）
一
一
一
一
一
一
頁
、
川
村
俊
雄
・
民
商
六
O
巻
六
号
（
昭
和
四
四
年
）
九
三
頁
、
星
野
英
一
・
法
協
八
七
巻
五
号
（
昭
和
四
五

年
）
六
六
頁
、
月
岡
利
男
『
新
演
習
民
法
破
棄
判
例
（
総
則
・
物
権
）
』
（
法
律
文
化
社
、
平
成
元
年
）
四
四
頁
。

（
持
）
〔
本
件
評
釈
〕
船
越
隆
司
・
金
商
一
九
五
号
（
昭
和
四
五
年
）
二
頁
、
田
中
実
・
民
商
六
二
巻
三
号
（
昭
和
四
五
年
）
九
七
頁
、
高
森
八
四
郎
・

法
時
四
二
巻
六
号
（
昭
和
四
五
年
）
一
二
三
頁
、
加
藤
雅
信
・
法
協
八
八
巻
五
日
六
号
（
昭
和
四
六
年
）
一

O
四
頁
、
千
種
秀
夫
「
最
高
裁
判
所
判
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例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
四
年
度
・
上
）
』
（
法
曹
会
、
昭
和
四
六
年
）
〔
二
四
事
件
〕
二
四
六
頁
、
磯
村
保
『
民
法
の
基
本
判
例
』
（
別
冊
法
教
、
昭

和
六
一
年
）
一
九
頁
、
七
戸
克
彦
『
民
法
の
基
本
判
例
（
第
二
版
）
』
（
法
教
増
刊
、
平
成
一
一
年
）
二
四
頁
。

（
判
）
判
例
集
未
登
載
。
野
田
宏
「
最
高
裁
民
事
破
棄
判
決
の
実
状
（
四
）
」
判
時
五
九
二
号
（
昭
和
四
五
年
）
二

O
頁
の
紹
介
に
よ
る
。

（
引
）
〔
本
件
評
釈
〕
境
一
郎
・
判
評
二
二
六
号
（
判
時
五
九
O
号
、
昭
和
四
五
年
）
二
九
頁
、
於
保
不
二
雄
・
民
商
六
三
巻
一
号
（
昭
和
四
五
年
）
一

二
六
頁
、
江
頭
憲
治
郎
・
法
協
八
八
巻
一
号
（
昭
和
四
六
年
）
一

O
O頁
、
新
山
雄
一
ブ
法
学
（
東
北
大
）
三
七
巻
一
号
（
昭
和
四
八
年
）
一
六
九
頁
、

柳
川
俊
一
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
四
年
度
・
下
）
』
（
法
曹
会
、
昭
和
四
六
年
）
〔
八
四
事
件
〕
八
五
五
頁
、
小
橋
一
郎
①
「
手
形

小
切
手
判
例
百
選
（
新
版
・
増
補
）
』
（
別
ジ
ユ
リ
二
四
号
、
昭
和
五
一
年
）
二
五
八
頁
、
同
②
「
同
（
第
三
版
）
』
（
別
ジ
ュ
リ
七
二
号
、
昭
和
五
六

年
）
二
四
頁
。

（位）
（伯）
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〔
本
件
評
釈
〕
米
山
隆
・
法
と
政
治
（
関
西
学
院
大
）
二
三
巻
一
号
（
昭
和
四
七
年
）
六
一
頁
。

〔
本
件
評
釈
〕
四
宮
和
夫
・
法
協
八
八
巻
三
号
（
昭
和
四
六
年
）
八
一
一
一
頁
、
金
山
正
信
・
民
商
六
四
巻
一
号
（
昭
和
四
六
年
）
八
八
頁
、
柳
川
俊

「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
五
年
度
・
上
）
」
（
法
曹
会
、
昭
和
四
六
年
）
〔
四
事
件
〕
二
九
頁
。

（
判
）
〔
本
件
評
釈
〕
鈴
木
重
信
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
五
年
度
・
上
）
』
（
法
曹
会
、
昭
和
四
六
年
）
〔
二
六
事
件
〕
一
一
一
六
頁
、

川
井
健
・
民
商
六
四
巻
三
号
（
昭
和
四
六
年
）
九
O
頁
、
木
下
毅
・
法
協
八
八
巻
一
一

H

一
二
号
（
昭
和
四
六
年
）
一
一
ム
ハ
頁
、
東
法
子
・
手
形
研

究
四
コ
一
三
号
（
三
四
巻
一
号
、
平
成
二
年
）
一

O
頁。

（
有
）
〔
本
件
評
釈
〕
下
森
定
・
判
評
一
四
五
号
（
判
時
六
一
八
号
、
昭
和
四
六
年
）
一
五
頁
、
遠
藤
浩
①
・
民
商
六
八
巻
三
号
（
昭
和
四
八
年
）
一
五

四
頁
、
同
②
・
民
事
研
修
四
三
五
号
（
平
成
五
年
）
一
一
一
頁
、
山
本
進
一
『
昭
和
四
五
年
度
重
要
判
例
解
説
』
（
ジ
ュ
リ
臨
増
四
八
二
号
、
昭
和
四
六

年
）
三
九
頁
、
横
山
長
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
五
度
・
下
）
』
（
法
曹
会
、
昭
和
四
六
年
）
〔
五
九
事
件
〕
五
六
二
頁
、
高
森
八
四

郎
①
「
不
動
産
取
引
判
例
百
選
（
増
補
版
）
』
（
別
ジ
ュ
リ
一

O
号
、
昭
和
五
二
年
）
二
三
四
頁
、
同
②
『
同
（
第
二
版
）
」
（
別
ジ
ュ
リ
一
一
一
一
号
、

平
成
三
年
）
六
四
頁
。

（
判
）
〔
本
件
評
釈
〕
高
島
平
蔵
・
判
評
一
四
九
号
（
判
時
六
三

O
号
、
昭
和
四
六
年
）
八
頁
、
新
関
輝
夫
・
法
学
論
叢
（
福
岡
大
）
一
六
巻
二
号
（
昭

和
四
六
年
）
一
八
五
頁
、
石
田
喜
久
夫
・
民
商
六
五
巻
三
号
（
昭
和
四
六
年
）
四
七
頁
、
横
山
長
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
五
年

度
・
下
）
』
（
法
曹
会
、
昭
和
四
六
年
）
〔
六
八
事
件
〕
六
六
四
頁
、
浜
上
則
雄
・
法
時
四
四
巻
三
号
（
昭
和
四
七
年
）
一
二
六
頁
、
鈴
木
重
信
①
『
民



法
判
例
百
選
I
総
則
・
物
権
』
（
別
ジ
ユ
リ
四
六
号
、
昭
和
四
九
年
）
六
O
頁
、
同
②
『
同
（
第
二
版
）
」
（
別
ジ
ユ
リ
七
七
号
、
昭
和
五
七
年
）
六
六

頁
、
同
③
『
同
（
第
三
版
）
』
（
別
ジ
ユ
リ
一

O
四
号
、
平
成
元
年
）
五
八
頁
、
星
野
英
一
・
法
協
八
九
巻
六
号
（
昭
和
四
七
年
）
一
二
二
頁
、
中
井

美
雄
『
民
法
の
判
例
（
第
三
版
）
」
（
ジ
ュ
リ
増
、
昭
和
五
四
年
）
一
九
頁
、
磯
村
保
①
『
民
法
判
例
百
選
I
総
則
・
物
権
（
第
四
版
）
』
（
別
ジ
ユ
リ

一
三
六
号
、
平
成
八
年
）
五
四
頁
、
同
②
「
同
（
第
五
版
）
」
（
別
ジ
ユ
リ
一
五
九
号
、
平
成
二
二
年
）
五
四
頁
、
小
林
英
樹
・
研
修
五
七
六
号
（
平

成
八
年
）
一

O
五
頁
、
高
山
満
①
・
金
法
一
四
三
三
号
（
平
成
七
年
）
七
四
頁
、
同
②
「
金
融
判
例
一

O
O』
（
金
法
一
五
八
一
号
、
平
成
一
二
年
）

八
二
頁
。

民法九四条二項の類推適用に関する判例の表現について（七戸克彦）

（
仰
）
〔
本
件
評
釈
〕
鈴
木
重
信
①
・
金
法
六
O
五
号
（
昭
和
四
六
年
）
三
二
頁
、
同
②
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
五
年
度
・
上
）
」

（
法
曹
会
、
昭
和
四
六
年
）
〔
五
二
事
件
〕
四
八
六
頁
、
同
③
『
民
法
判
例
百
選
I
総
則
・
物
権
』
（
別
ジ
ュ
リ
四
六
号
、
昭
和
四
九
年
）
六
二
頁
、
同

④
『
同
（
第
二
版
）
』
（
別
ジ
ユ
リ
七
七
号
、
昭
和
五
七
年
）
六
八
頁
、
同
⑤
「
同
（
第
三
版
）
』
（
別
ジ
ュ
リ
一

O
四
号
、
平
成
元
年
）
六
O
頁
、
村

松
俊
夫
・
金
法
六
一
一
号
（
昭
和
四
六
年
）
二

O
頁
、
幾
代
通
・
判
評
一
四
八
号
（
判
時
六
二
七
号
、
昭
和
四
六
年
）
一
四
頁
、
鈴
木
禄
弥
H
生
態

長
幸
・
判
タ
二
六
O
号
（
昭
和
四
六
年
）
九
七
頁
、
星
野
英
一
・
法
協
八
九
巻
七
号
（
昭
和
四
七
年
）
一
一
二
頁
、
玉
田
弘
毅
・
民
商
六
七
巻
六
号

（
昭
和
四
八
年
）
一
三
八
頁
、
下
森
定
『
現
代
判
例
民
法
学
の
課
題
（
森
泉
章
教
授
還
暦
記
念
論
集
）
』
（
法
学
書
院
、
昭
和
六
三
年
）
八
七
頁
、
小
林

資
郎
『
不
動
産
取
引
判
例
百
選
」
（
別
ジ
ュ
リ
一
一
一
一
号
、
平
成
三
年
）
一

O
四
頁
、
伊
藤
進
①
「
民
法
判
例
百
選
I
総
則
・
物
権
（
第
四
版
）
』
（
別

ジ
ュ
リ
一
四
六
号
、
平
成
八
年
）
五
六
頁
、
同
②
『
同
（
第
五
版
）
』
（
別
ジ
ュ
リ
一
五
九
号
、
平
成
一
三
年
）
五
六
頁
、
同
③
『
同
（
第
五
版
新
法

対
応
補
正
版
）
』
（
別
ジ
ユ
リ
一
七
五
号
、
平
成
一
七
年
）
五
六
頁
。

（
特
）
〔
本
件
評
釈
〕
伊
藤
進
・
金
商
二
八
一
号
（
昭
和
四
六
年
）
二
頁
、
山
本
和
敏
・
判
タ
二
七
O
号
（
昭
和
四
七
年
）
六
九
頁
。

（
特
）
〔
本
件
評
釈
〕
田
中
実
・
判
評
一
六
三
号
（
判
時
六
七
三
号
、
昭
和
四
七
年
）
一
八
頁
、
吉
田
真
澄
・
判
タ
二
七
九
号
（
昭
和
四
七
年
）
七
二
頁
、

安
永
正
昭
・
民
商
六
七
巻
四
号
（
昭
和
四
八
年
）
八
八
頁
、
高
島
平
蔵
「
昭
和
四
七
年
度
重
要
判
例
解
説
」
（
ジ
ユ
リ
臨
増
五
三
五
号
、
昭
和
四
八
年
）

四
三
頁
、
石
田
穣
・
法
協
九
O
巻
二
一
号
（
昭
和
四
八
年
）
九
O
頁
、
宇
佐
見
大
司
・
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
五
八
号
（
昭
和
四
八
年
）
一
九
七
頁
、

千
種
秀
夫
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
七
年
度
）
』
（
法
曹
会
、
昭
和
四
九
年
）
〔
八
事
件
〕
五
O
頁。

（
叩
）
〔
本
件
評
釈
〕
藤
原
弘
道
・
民
商
六
八
巻
五
号
（
昭
和
四
八
年
）
一
四
O
頁
、
鈴
木
弘
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
七
年
度
）
』

（
法
曹
会
、
昭
和
四
九
年
）
〔
六
八
事
件
〕
六
二
九
頁
、
四
宮
和
夫
・
法
協
九
一
巻
三
号
（
昭
和
四
九
年
）
一
七
四
頁
、
高
島
平
蔵
・
法
セ
二
四
四
号

117 



一
O
八
頁
。

民事法

（
昭
和
五
O
年）

（
引
）
〔
本
件
評
釈
〕
石
田
喜
久
夫
・
民
商
六
九
巻
四
号
（
昭
和
四
九
年
）
一
四
三
頁
、
田
尾
桃
二
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
七
年

度
）
』
（
法
曹
会
、
昭
和
四
九
年
）
〔
三
六
事
件
〕
二
九
一
頁
。
〔
原
審
評
釈
〕
中
尾
英
俊
・
判
評
二
二
四
号
（
判
時
五
八
四
号
、
昭
和
四
五
年
）
一
五
頁
。

（
臼
）
〔
本
件
評
釈
〕
渋
谷
光
子
・
ジ
ユ
リ
五
六
六
号
（
昭
和
四
九
年
）
一
一
一
一
頁
。

（
日
）
〔
本
件
評
釈
〕
吉
田
真
澄
・
同
志
社
法
学
二
一
八
号
（
二
五
巻
一
号
、
昭
和
四
九
年
）
五
九
頁
、
水
辺
芳
郎
・
日
本
法
学
三
九
巻
三
号
（
昭
和
四

九
年
）
二
二
頁
、
藤
原
弘
道
・
民
商
七
O
巻
ゴ
百
万
（
昭
和
四
九
年
）
二
二
頁
、
米
倉
明
・
法
協
九
二
巻
二
号
（
昭
和
五
O
年
）
五
七
頁
、
田
尾

桃
二
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
八
年
度
）
』
（
法
曹
会
、
昭
和
五
二
年
）
〔
二
事
件
〕
一

O
頁。

（
日
）
〔
本
件
評
釈
〕
倉
田
卓
次
・
金
法
七
六
八
号
（
昭
和
五
O
年
）
一
八
頁
。

（
日
）
〔
本
件
評
釈
〕
田
中
克
志
・
法
時
四
九
巻
六
号
（
昭
和
五
二
年
）
一
二
五
頁
。

（
%
）
〔
本
件
評
釈
〕
不
動
産
鑑
定
一
五
巻
九
号
（
昭
和
五
一
二
年
）
一

O
六
頁
、
武
藤
節
義
・
不
動
産
法
律
セ
ミ
ナ
ー
九
巻
一
一
号
（
昭
和
五
三
年
）
三

五
頁
、
森
泉
章
①
－

E当
p
v
g－
四
号
（
二
巻
一
号
、
昭
和
五
四
年
）
一

O
六
頁
、
同
②
・
判
タ
コ
一
九
O
号
（
昭
和
五
四
年
）
六
頁
。

（
灯
）
〔
本
件
評
釈
〕
浜
川
清
「
地
方
自
治
判
例
百
選
」
（
別
ジ
ュ
リ
七
一
号
、
昭
和
五
六
年
）
一
六
六
頁
。

（
見
）
〔
本
件
評
釈
〕
小
橋
一
郎
・
商
事
法
務
九
八
七
号
（
昭
和
五
八
年
）
七
一
頁
。

（
叩
刀
）
〔
本
件
評
釈
〕
登
記
研
究
三
九
六
号
（
昭
和
五
五
年
）
四
九
頁
、
石
田
喜
久
夫
『
昭
和
五
五
年
度
民
事
主
要
判
例
解
説
』
（
判
タ
臨
増
四
三
九
頁
、

昭
和
五
六
年
）
二
八
頁
。

（
ω）
〔
本
件
評
釈
〕
鷺
岡
康
雄
①
・
ジ
ユ
リ
七
四
八
号
（
昭
和
五
六
年
）
七
一
頁
、
同
②
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
五
六
年
度
）
』
（
法

曹
会
、
昭
和
六
一
年
）
〔
一
九
事
件
〕
二
九
八
頁
、
森
泉
章
・
民
商
八
六
巻
一
号
（
昭
和
五
七
年
）
一
一
一
一
頁
、
三
島
宣
也
『
昭
和
五
六
年
度
重
要
判

例
解
説
』
（
ジ
ュ
リ
臨
増
七
六
八
号
、
昭
和
五
七
年
）
五
八
頁
、
五
十
嵐
清
・
判
タ
四
七
三
号
（
昭
和
五
七
年
）
四
頁
、
吉
田
邦
彦
・
法
協
一

O
O
巻

四
号
（
昭
和
五
八
年
）
一
四
二
頁
、
村
田
彰
・
法
学
志
林
八
四
巻
一
号
（
昭
和
六
一
年
）
七
九
頁
。

（
副
）
〔
本
件
評
釈
〕
谷
口
知
平
・
民
商
八
七
巻
五
号
（
昭
和
五
八
年
）
一

O
四
頁
。

（
臼
）
〔
本
件
評
釈
〕
太
田
豊
①
・
ジ
ュ
リ
七
七
九
号
（
昭
和
五
七
年
）
六
六
頁
、
同
②
・
季
刊
実
務
民
事
法
一
号
（
昭
和
五
八
年
）
二
三
六
頁
、
同
③

「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
五
七
年
度
）
」
（
法
曹
会
、
昭
和
六
二
年
）
〔
二
八
事
件
〕
四
八
六
頁
、
中
尾
英
俊
①
・
法
教
二
八
号
（
昭
和
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民法九四条二項の類推適用に関する判例の表現について（七戸克彦）

一
O
八
頁
、
同
②
・
判
評
二
九
一
号
（
判
時
一

O
七
O
号
、
昭
和
五
八
年
）
二
三
頁
、
同
③
『
昭
和
五
七
年
度
重
要
判
例
解
説
」
（
ジ
ユ
リ

臨
増
七
九
二
号
、
昭
和
五
八
年
）
六
四
頁
、
石
渡
哲
・
法
学
研
究
（
慶
応
大
）
五
六
巻
九
号
（
昭
和
五
八
年
）
一

O
一
頁
、
林
修
三
・
時
の
法
令
一

一
六
九
号
（
昭
和
五
八
年
）
五
六
頁
、
甲
斐
道
太
郎
H
上
谷
均
・
民
商
八
八
巻
五
号
（
昭
和
五
八
年
）
八
三
頁
、
中
村
忠
・
判
タ
五
O
五
号
（
昭
和

五
八
年
）
四
O
頁
、
東
松
文
雄
・
民
事
研
修
コ
三
四
号
（
昭
和
五
九
年
）
二
七
頁
、
山
田
誠
一
①
『
民
法
の
基
本
判
例
」
（
別
冊
法
教
、
昭
和
六
一
年
）

七
九
頁
、
同
②
・
法
協
一

O
三
巻
六
号
（
昭
和
六
一
年
）
一
二
四
頁
、
富
樫
貞
夫
①
「
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
E
』
（
別
ジ
ユ
リ
一
一
五
号
、
平
成
四

年
）
三
五
八
頁
、
同
②
『
同
（
新
法
対
応
補
正
版
）
』
（
別
ジ
ユ
リ
一
四
六
号
、
平
成
一

O
年
）
三
五
八
頁
。

（
ω）
〔
本
件
評
釈
〕
中
舎
寛
樹
・
法
時
五
七
巻
三
号
（
昭
和
六
O
年
）
一
一
八
頁
、
大
西
武
士
『
判
例
金
融
取
引
法
（
上
）
預
金
、
貸
出
・
管
理
回
収
」

（
ビ
ジ
ネ
ス
教
育
出
版
社
、
平
成
二
年
）
七
三
頁
。

（
併
）
〔
本
件
評
釈
〕
小
林
茂
雄
・
季
刊
実
務
民
事
法
六
号
（
昭
和
五
九
年
）
一
二
四
頁
、
新
美
育
文
・
法
時
五
六
巻
九
号
（
昭
和
五
九
年
）
一
一
八
頁
、

平
井
一
雄
・
判
評
三

O
八
号
（
判
時
一
一
一
一
一
二
号
、
昭
和
五
九
年
）
一
八
頁
、
江
藤
正
也
・
民
事
研
修
一
ニ
コ
ヱ
ハ
号
（
昭
和
六
O
年
）
三
七
頁
、
坂
本

武
憲
・
ジ
ユ
リ
八
三
三
号
（
昭
和
六
O
年
）
一

O
五
頁
。

（
“
）
〔
本
件
評
釈
〕
小
池
信
行
・
登
記
研
究
四
六
三
号
（
昭
和
六
一
年
）
一
頁
、
鎌
田
薫
①
・
判
評
三
ゴ
一
五
号
（
判
時
二
三
二
号
、
昭
和
六
二
年
）

一
一
一
一
一
頁
、
同
②
・
法
セ
三
八
七
号
（
昭
和
六
二
年
）
一
一

O
頁
、
岩
城
謙
二
・
法
令
ニ
ュ
ー
ス
二
二
巻
三
号
（
昭
和
六
二
年
）
三
O
頁
、
杉
政
静
夫
・

季
刊
不
動
産
研
究
二
九
巻
四
号
（
昭
和
六
二
年
）
一
七
頁
、
江
湖
武
彦
・
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
二
一
巻
二
号
（
昭
和
六
コ
一
年
）
一
四
七
頁
。

（
“
）
〔
本
件
評
釈
〕
小
池
信
行
・
登
記
研
究
四
六
三
号
（
昭
和
六
一
年
）
九
頁
。

（
日
）
〔
本
件
評
釈
〕
上
井
長
久
・
判
評
三
二

O
号
（
判
時
一
一
六
O
号
、
昭
和
六
O
年
）
ゴ
一
九
頁
、
藤
村
和
夫
・
法
時
五
七
巻
二
一
号
（
昭
和
六
O
年）

一
三
八
頁
、
内
田
勝
一
・
判
タ
五
八
百
万
（
昭
和
六
一
年
）
一

O
三
頁
、
松
岡
久
和
・
龍
谷
法
学
一
八
巻
四
号
（
昭
和
六
一
年
）
九
七
頁
、
高
畑
順

子
・
法
と
政
治
（
関
西
学
院
大
）
三
七
巻
一
号
（
昭
和
六
一
年
）
一
八
一
頁
、
田
中
学
・
東
洋
法
学
二
七
巻
二
号
（
昭
和
六
一
年
）
八
九
頁
、
小
池

信
行
・
登
記
研
究
四
六
四
号
（
昭
和
六
一
年
）
六
頁
。

（
侃
）
〔
本
件
評
釈
〕
小
池
信
行
①
・
法
令
ニ
ュ
ー
ス
二

O
巻
八
号
（
昭
和
六
O
年
）
三
三
頁
、
同
②
・
登
記
先
例
解
説
集
二
六
巻
四
号
（
昭
和
六
一
年
）

四
七
頁
、
山
崎
ま
さ
よ
・
民
事
研
修
三
四
四
号
（
昭
和
六
O
年
）
四
三
頁
、
内
田
勝
一
・
前
掲
注
（
日
）
一

O
一
頁
、
高
畑
順
子
・
法
と
政
治
（
関

西
学
院
大
）
三
七
巻
一
号
（
昭
和
六
一
年
）
一
八
二
頁
、
中
村
忠
・
高
崎
経
済
大
学
論
集
二
九
巻
三
H
四
号
（
昭
和
六
二
年
）
三
三
頁
。
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（
ω）
〔
本
件
評
釈
〕
内
田
勝
一
・
前
掲
注
（
日
）

（
河
）
〔
本
件
評
釈
〕
武
尾
和
彦
・
法
時
五
九
巻
七
号
（
昭
和
六
二
年
）
九
三
頁
。

（
η
）
〔
本
件
評
釈
〕
中
馬
義
直
・
手
形
研
究
三
九
六
号
（
一
一
二
巻
一
号
、
昭
和
六
二
年
）
四
頁
、
堀
内
仁
・
手
形
研
究
三
九
八
号
（
一
一
二
巻
コ
五
万
、
昭

和
六
二
年
）
四
五
頁
、
松
本
崇
・
金
商
七
六
四
号
（
昭
和
六
二
年
）
四
二
頁
、
宮
川
不
可
止
H

谷
啓
輔
・
手
形
研
究
四
O
一
号
（
一
一
二
巻
六
号
、
昭

和
六
二
年
）
四
真
、
牧
山
市
治
・
金
法
一
一
七
O
号
（
昭
和
六
二
年
）
一
九
頁
。

（
刀
）
〔
本
件
評
釈
〕
鎌
田
薫
・
法
セ
三
九
O
号
（
昭
和
六
二
年
）
九
二
頁
、
堀
内
仁
・
手
形
研
究
四
O
二
号
会
二
巻
七
号
、
昭
和
六
二
年
）
五
O
頁、

高
森
八
四
郎
・
民
商
九
六
巻
六
号
（
昭
和
六
二
年
）
九
九
頁
、
石
塚
章
夫
『
昭
和
六
二
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
（
判
タ
臨
増
六
七
七
号
、
昭
和
六

三
年
）
二
四
頁
。

（
乃
）
〔
本
件
評
釈
〕
橘
素
子
・
国
税
速
報
五
九
二
一
号
（
平
成
一
九
年
）
一
一
一
頁
。

（
刊
）
〔
本
件
評
釈
〕
松
久
一
一
一
四
彦
・
判
評
三
六
一
号
（
判
時
一
二
九
七
号
、
平
成
元
年
）
コ
一
九
頁
。

（
行
）
〔
本
件
評
釈
〕
菅
野
佳
夫
・
判
タ
六
八
七
号
（
平
成
元
年
）
三
六
頁
、
織
田
博
子
・
法
時
六
一
巻
九
号
（
平
成
元
年
）
一

O
八
頁
。

（
苅
）
〔
本
件
評
釈
〕
新
谷
異
人
・
季
刊
労
働
法
一
五
一
号
（
平
成
元
年
）
一
四
八
頁
。

（
作
）
〔
本
件
評
釈
〕
本
田
純
一
・
法
セ
四
二
九
号
（
平
成
二
年
）
一
一
一

O
頁
、
安
永
正
昭
・
判
評
三
八
一
号
（
判
時
一
三
五
八
号
、
平
成
二
年
）
二
四

頁
、
奥
田
昌
道
・
リ
マ

l
ク
ス
二
号
（
平
成
三
年
）
一
二

O
頁。
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（
冗
）
〔
本
件
評
釈
〕
川
田
悦
男
・
金
法
一
二
九
二
号
（
平
成
三
年
）
二
頁
、
渡
辺
博
己
・
手
形
研
究
四
五
八
号
（
三
五
巻
一
二
号
、
平
成
三
年
）
三
O

頁
、
池
田
真
朗
・
判
タ
七
七
一
号
（
平
成
四
年
）
二
七
頁
、
菅
野
佳
夫
・
リ
マ

l
ク
ス
四
号
（
平
成
四
年
）
四
六
頁
、
塚
原
朋
一
・
金
法
二
一
一
一
一

号
（
平
成
四
年
）
一
四
頁
、
中
山
幾
次
郎
『
平
成
三
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
」
（
判
タ
臨
増
七
九
O
号
、
平
成
四
年
）
五
八
頁
、
辻
義
教
・
法
時
六

四
巻
二
一
号
（
平
成
四
年
）
九
三
頁
、
東
法
子
・
手
形
研
究
四
七
三
号
（
三
六
巻
二
二
号
、
平
成
四
年
）
一
一
一
頁
。

（
河
）
〔
本
件
評
釈
〕
後
藤
巻
則
・
法
セ
四
五
六
号
（
三
七
巻
二
一
号
、
平
成
四
年
）
二
二
二
頁
。

（
紛
）
〔
本
件
評
釈
〕
田
中
淳
子
①
・
法
時
六
六
巻
一
二
号
（
平
成
六
年
）
一

O
六
頁
、
同
②
・
田
中
淳
子
・
愛
知
学
院
大
学
法
研
会
論
集
一
一
巻
二
号

（
平
成
七
年
）
一

O
七
頁
。

（
剖
）
〔
控
訴
審
〕
名
古
屋
高
金
沢
支
判
平
成
五
年
一
一
月
二
九
日
判
タ
八
四
一
号
一
五
O
頁
：
：
：
〔
控
訴
審
評
釈
〕
石
原
直
樹
『
平
成
六
年
度
主
要
民
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事
判
例
解
説
」
（
判
タ
臨
増
八
八
二
号
、
平
成
七
年
）
二
二

O
頁
。
〔
上
告
審
〕
最
（
二
小
）
判
平
成
一

O
年
七
月
三
日
裁
判
集
民
事
一
八
九
号
一
頁

・
〔
上
告
審
評
釈
〕
木
ノ
下
一
郎
・
地
方
財
務
五
三
四
号
（
平
成
一

O
年
）
一
六
二
頁
、
太
田
幸
夫
『
平
成
一

0
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
（
判

タ
臨
増
一

O
O
五
号
、
平
成
一
一
年
）
二
八
六
頁
。
〔
差
戻
控
訴
審
〕
名
古
屋
高
判
平
成
一

O
年
二
一
月
一
八
日
判
タ
一

O
二
七
号
一
五
九
頁
。

（
む
）
〔
本
件
評
釈
〕
上
井
長
久
・
判
評
四
O
八
号
（
判
時
一
四
三
九
号
、
平
成
五
年
）
三
O
頁
、
吉
田
徹
・
税
理
三
六
巻
三
号
（
平
成
五
年
）
一
八
六

頁
、
渡
辺
徹
也
・
シ
ュ
ト
イ
エ
ル
三
七
三
号
（
平
成
五
年
）
一
頁
、
首
藤
重
幸
「
国
際
租
税
法
の
最
近
の
動
向
』
（
租
税
法
研
究
一
一
一
号
、
平
成
五
年
）

二
七
七
頁
、
行
政
法
実
務
研
究
会
・
税
四
八
巻
一
一
号
（
平
成
五
年
）
一
五
O
頁。

（
幻
）
〔
本
件
評
釈
〕
菅
野
佳
夫
・
判
タ
九
六
四
号
（
平
成
一

O
年
）
五
九
頁
。

（
斜
）
〔
本
件
評
釈
〕
山
本
博
「
平
成
一

0
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
（
判
タ
臨
増
一

O
O
五
号
、
平
成
一
一
年
）
三
八
頁
。

（
お
）
〔
本
件
評
釈
〕
島
村
芳
見
・
税
務
事
例
三
一
巻
一
一
号
（
平
成
一
一
年
）
一
八
頁
。

（
悩
）
〔
本
件
評
釈
〕
西
尾
信
一
・
銀
行
法
務
引
五
五
一
号
（
平
成
一

O
年
）
六
O
頁。

（
幻
）
〔
本
件
評
釈
〕
荒
木
新
五
・
判
タ
九
九
五
号
（
平
成
一
一
年
）
四
八
頁
。

（
槌
）
〔
本
件
評
釈
〕
大
工
強
『
平
成
一
一
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
」
（
判
タ
臨
増
一

O
三
六
号
、
平
成
一
一
一
年
）
二
四
頁
。

（
初
）
〔
控
訴
審
〕
東
京
高
判
平
成
一
二
年
一
二
月
二

O
日
高
民
集
五
三
巻
二
号
一
七
O
頁
：
：
：
〔
控
訴
審
評
釈
〕
田
原
睦
夫
・
金
法
一
六
一
二
O
号
（
平

成
二
二
年
）
四
頁
、
鎌
田
正
聴
・
季
刊
不
動
産
研
究
四
四
巻
二
号
（
平
成
一
四
年
）
六
八
頁
、
徳
本
伸
一
・
判
評
五
二

O
号
（
判
時
一
七
七
九
号
、

平
成
一
四
年
）
一
八
頁
、
桐
ケ
谷
敬
三
『
平
成
二
二
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
（
判
タ
臨
増
一

O
九
六
号
、
平
成
一
四
年
）
四
二
頁
。

（
卯
）
〔
本
件
評
釈
〕
石
田
剛
・
判
タ
一

O
五
四
号
（
平
成
一
三
年
）
五
五
頁
。

（
引
）
〔
本
件
評
釈
〕
鎌
野
邦
樹
・
リ
マ
l
ク
ス
二
五
号
（
平
成
一
四
年
）
三
四
頁
、
中
舎
寛
樹
・
金
法
一
六
五
二
号
（
平
成
一
四
年
）
一
一
頁
。

（
見
）
〔
本
件
評
釈
〕
石
田
剛
・
法
セ
五
五
八
号
（
平
成
二
二
年
）
一

O
九
頁
、
最
新
実
務
判
例
研
究
会
・
法
令
ニ
ュ
ー
ス
三
六
巻
六
号
（
平
成
一
三
年
）

二
O
頁
、
秦
光
昭
・
金
法
一
六
一
五
号
（
平
成
二
二
年
）
四
頁
、
荒
木
新
五
・
門
店
a
x
h
w
U者
一
四
一
号
（
平
成
一
三
年
）
四
O
頁
、
小
野
秀
誠
・

金
商
一
一
一
一

O
号
（
平
成
二
二
年
）
六
三
頁
、
武
川
幸
嗣
①
・
法
教
二
五
一
号
（
平
成
二
二
年
）
一
二
七
頁
、
同
②
・
民
商
一
二
五
巻
二
号
（
平
成

一
三
年
）
七
四
頁
、
中
舎
寛
樹
・
リ
マ
l
ク
ス
ニ
四
号
（
平
成
一
四
年
）
一
八
頁
、
磯
村
保
・
判
例
セ
レ
ク
ト
削
（
法
教
二
五
八
号
別
冊
付
録
、
平

成
一
四
年
）
一
五
頁
、
中
野
宏
一
『
平
成
二
二
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
（
判
タ
臨
増
一

O
九
六
号
、
平
成
一
四
年
）
四
六
頁
、
中
山
布
紗
・
九
大
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法
学
八
六
号
（
平
成
一
五
年
）
ゴ
一
六
五
頁
、
吉
岡
伸
一
・
判
タ
一
一
一
二
四
号
（
平
成
一
六
年
）
九
一
頁
、
青
木
則
幸
・
早
稲
田
法
学
七
九
巻
三
号
（
平

成
一
六
年
）
二
三
七
頁
。

（
的
）
〔
本
件
評
釈
〕
遠
藤
東
路
「
平
成
一
三
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
（
判
タ
臨
増
一

O
九
六
号
、
平
成
一
四
年
）
九
六
頁
。

（
舛
）
〔
原
審
評
釈
〕
西
郷
雅
彦
・
民
事
研
修
五
四
三
号
（
平
成
一
四
年
）
二
七
頁
。

（
財
）
〔
本
件
評
釈
〕
古
積
健
三
郎
・
法
セ
五
八
六
号
（
平
成
一
五
年
）
一

O
八
頁
、
武
川
幸
嗣
・
民
商
一
二
九
巻
三
号
（
平
成
一
五
年
）
一
一
五
頁
、

谷
本
誠
司
・
銀
行
法
務
引
六
二
六
号
（
平
成
一
五
年
）
七
三
頁
：
：
：
〔
所
収
〕
『
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
金
融
商
事
重
要
判
例
（
平
成
一
五
年
度
版
）
」
（
銀
行

法
務
幻
増
刊
六
三
O
号
、
平
成
一
六
年
）
九
O
頁
、
吉
岡
伸
一
・
前
掲
注
（
見
）
九
一
頁
、
松
尾
弘
・
法
教
二
八
O
号
（
平
成
二
ハ
年
）
一
一
一
一
頁
、

田
原
睦
夫
H
印
藤
弘
二
・
金
法
一
六
九
七
号
（
平
成
一
六
年
）
四
頁
、
塩
崎
勤
・
登
記
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
五
四
号
（
六
巻
五
号
、
平
成
二
ハ
年
）
六

九
頁
、
津
田
省
三
・
登
記
研
究
六
七
九
号
（
平
成
二
ハ
年
）
三
三
頁
、
田
中
淳
子
・
法
時
七
六
巻
一

O
号
（
平
成
二
ハ
年
）
一

O
三
頁
、
川
井
健
－

N
B
L
七
九
三
号
（
平
成
一
六
年
）
六
九
頁
、
太
矢
一
彦
・
銀
行
法
務
引
六
四
O
号
（
平
成
一
六
年
）
七
一
頁
、
花
房
博
文
・
市
民
と
法
三
O
号
（
平

成
一
六
年
）
六
七
頁
、
橋
本
恭
宏
－

C
E同
J5円
〉
垣

Jへ巴
N

（
中
京
大
学
法
科
大
学
院
）
三
号
（
平
成
一
七
年
）
八
九
頁
。

（
%
）
〔
本
件
評
釈
〕
奥
富
晃
・
判
評
五
五
四
号
（
判
時
一
八
八
二
号
、
平
成
一
七
年
）
一
一
一
頁
、
中
舎
寛
樹
・
リ
マ

l
ク
ス
二
二
号
（
平
成
一
七
年
）

六
頁
。

（
仰
）
〔
上
告
審
〕
最
（
二
小
）
判
平
成
一
八
年
一

O
月
二

O
日
民
集
六
O
巻
八
号
三
九
O
八
頁
：
：
：
〔
上
告
審
評
釈
〕
印
藤
弘
二
・
金
法
一
七
九
四
号

（
平
成
一
九
年
）
四
頁
、
荒
木
新
五
・
判
タ
一
二
三
四
号
（
平
成
一
九
年
）
四
一
頁
、
塩
崎
勤
・
登
記
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
九
O
号
（
九
巻
五
号
、
平
成

一
九
年
）
一
二
二
頁
、
小
山
泰
史
・
金
法
一
八
O
三
号
（
平
成
一
九
年
）
七
七
頁
、
永
石
一
郎
・
金
商
二
一
六
九
号
（
平
成
一
九
年
）
一

O
頁。

（
兜
）
〔
本
件
評
釈
〕
谷
本
誠
司
・
銀
行
法
務
引
六
五
八
号
（
平
成
一
七
年
）
六
四
頁
、
上
原
由
起
夫
・
判
評
五
六
一
号
（
判
時
一
九
O
三
号
、
平
成
一

七
年
）
三
O
頁
、
椿
久
美
子
・
リ
マ

l
ク
ス
三
二
号
（
平
成
一
八
年
）
二
八
頁
、
池
田
真
朗
・
金
法
一
七
八
O
号
（
平
成
一
八
年
）
一
一
一
一
一
一
頁
。

（
卯
）
〔
本
件
評
釈
〕
田
高
寛
貴
①
『
平
成
一
八
年
度
重
要
判
例
解
説
』
（
ジ
ユ
リ
臨
増
三
三
二
二
号
、
平
成
一
九
年
）
七
四
頁
、
同
②
・
速
報
判
例
解

説
一
号
（
法
セ
増
刊
、
平
成
一
九
年
）
九
三
頁
、
塩
崎
勤
・
登
記
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
七
三
号
（
九
巻
五
号
、
平
成
一
七
年
）
一

O
五
頁
、
生
熊
長
幸

①
・
金
法
一
八
一
一
一
号
（
平
成
一
九
年
）
四
一
頁
、
同
②
・
民
商
一
三
六
巻
二
号
（
平
成
一
九
年
）
一

O
一
頁
、
増
森
珠
美
①
・
ジ
ユ
リ
二
二
五
一

号
（
平
成
二

O
年
）
一

O
四
頁
、
同
②
・
曹
時
六
O
巻
五
号
（
平
成
二

O
年
）
二

O
六
頁
、
杉
本
和
士
・
金
商
二
一
八
七
号
（
平
成
二

O
年
）
二
頁
、
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庄
菊
博
H
杉
江
隆
司
・
専
修
ロ

l
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
号
（
平
成
二

O
年
）
五
七
頁
。

（
削
）
〔
本
件
評
釈
〕
佐
久
間
毅
・

N
B
L
八
三
四
号
（
平
成
一
八
年
）
一
八
頁
、
高
田
淳
・
法
セ
六
一
八
号
（
平
成
一
八
年
）
一
一
五
頁
、
村
中
玲

子
・
民
事
研
修
五
九
二
号
（
平
成
一
八
年
）
ゴ
一
七
頁
、
升
田
純
・
円
2
3
判
例
速
報
九
号
（
平
成
一
八
年
）
五
五
頁
、
石
川
剛
・
信
用
保
険
月
報
四
九

巻
六
号
（
平
成
一
八
年
）
二
八
頁
、
荒
木
新
五
・
登
記
情
報
五
三
八
号
（
四
六
巻
九
号
、
平
成
一
八
年
）
一
頁
、
浅
井
弘
章
・
銀
行
法
務
引
六
六
六

号
（
平
成
一
八
年
）
五
一
頁
、
武
川
幸
嗣
①
・
民
商
一
三
五
巻
二
号
（
平
成
一
八
年
）
一
一
一
一
頁
、
同
②
・
登
記
情
報
五
四
二
号
（
四
七
巻
一
号
、

平
成
一
九
年
）
五
四
頁
、
中
山
布
紗
・
北
九
州
市
立
大
学
法
政
論
集
三
四
巻
一

H

二
号
（
平
成
一
八
年
）
一
五
六
頁
、
績
孝
史
・
不
動
産
法
律
セ
ミ

ナ
ー
三
七
巻
九
号
（
平
成
一
八
年
）
九
二
頁
、
中
舎
寛
樹
・
リ
マ
l
ク
ス
三
四
号
（
平
成
一
九
年
）
六
頁
、
増
森
珠
美
①
・
ジ
ュ
リ
一
二
二
二
一
二
号
（
平

成
一
九
年
）
一
一
一
一
頁
、
同
②
・
曹
時
五
九
巻
四
号
（
平
成
一
九
年
）
一
一
一
一
一
頁
、
磯
村
保
『
平
成
一
八
年
度
重
要
判
例
解
説
』
（
ジ
ュ
リ
臨
増
二
二

三
二
号
、
平
成
一
九
年
）
六
六
頁
、
黒
田
直
行
・

J
A
金
融
法
務
四
二
六
号
（
平
成
一
九
年
）
五
七
頁
、
吉
田
克
己
・
判
タ
一
二
三
四
号
（
平
成
一

九
年
）
四
九
頁
、
伊
藤
進
・
民
事
研
修
六
O
一
号
（
平
成
一
九
年
）
二
頁
、
渡
遺
拓
・
判
評
五
七
六
号
（
判
時
一
九
五
O
号
、
平
成
一
九
年
）
六
頁
、

佐
久
間
毅
・
判
例
セ
レ
ク
ト
師
（
法
教
コ
二
八
号
別
冊
附
録
、
平
成
一
九
年
）
一
九
頁
、
庄
菊
博
H
杉
江
隆
司
・
専
修
法
学
論
集
九
九
号
（
平
成
一

二
ハ
一
頁
。

九
年
）
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